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職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 休暇は、１日又は１時間を単位として与えるものとする。ただ

し、特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場

合においては、人事委員会規則で定める単位により与えることが

できる。

（勤務時間）

第１１条 職員の勤務時間は、１週間について３８時間４５分（育児短時

間勤務職員等にあつては承認を受けた育児短時間勤務又は育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務（以下「育児短時間勤務等」

という。）の内容に従い任命権者が定める時間、再任用短時間勤

務職員にあつては１５時間３０分から３１時間までの範囲内で任命権者

が定める時間、任期付短時間勤務職員にあつては３１時間までの範

囲内で任命権者が定める時間。以下この項において同じ。）とす

る。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、１週間当

（休暇）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 休暇は、 １時間を単位として与えることができる。

（勤務時間）

第１１条 職員の勤務時間は、１週間について４０時間 （育児短時

間勤務職員等にあつては承認を受けた育児短時間勤務又は育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務（以下「育児短時間勤務等」

という。）の内容に従い任命権者が定める時間、再任用短時間勤

務職員にあつては１６時間から３２時間まで の範囲内で任命権者

が定める時間、任期付短時間勤務職員にあつては３２時間までの範

囲内で任命権者が定める時間。以下この項において同じ。）とす

る。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、１週間当
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たり３８時間４５分とする。

２・３ 省略

４ 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務

することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定める

ところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日（以

下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定める期間内に

ある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時

間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当

該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間

を

当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該

勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

たり４０時間 とする。

２・３ 省略

４ 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務

することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定める

ところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日（以

下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定める期間内に

ある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時

間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当

該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（同項本文

の規定により短時間勤務職員以外の職員について勤務時間が割り

振られた日のその職員の勤務時間の２分の１に相当する勤務時間

として人事委員会規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。）を

当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間 を当該

勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（超過勤務手当）

第１４条 省略

２ 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間

が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間

との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務（人事委員会規則

で定める勤務を除く。）に対する前項の規定の適用については、

同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて

それぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規

則で定める割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。

３ 省略

（超過勤務手当）

第１４条 省略

２ 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間

が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間

との合計が８時間 に達するまでの間の勤務（人事委員会規則

で定める勤務を除く。）に対する前項の規定の適用については、

同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて

それぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規

則で定める割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。

３ 省略

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

第３条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 休暇は、１日又は１時間を単位として与えるものとする。ただ

し、特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場

合においては、人事委員会規則で定める単位により与えることが

できる。

（勤務時間）

第１１条 教育職員の勤務時間は、１週間について３８時間４５分（育児

短時間勤務教育職員等にあつては承認を受けた育児短時間勤務又

は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務（以下「育児短時間

勤務等」という。）の内容に従い任命権者が定める時間、再任用

短時間勤務教育職員にあつては１５時間３０分から３１時間までの範囲

内で任命権者が定める時間、任期付短時間勤務教育職員にあつて

は３１時間までの範囲内で任命権者が定める時間。以下この項にお

（休暇）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 休暇は、 １時間を単位として与えることができる。

（勤務時間）

第１１条 教育職員の勤務時間は、１週間について４０時間 （育児

短時間勤務教育職員等にあつては承認を受けた育児短時間勤務又

は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務（以下「育児短時間

勤務等」という。）の内容に従い任命権者が定める時間、再任用

短時間勤務教育職員にあつては１６時間から３２時間まで の範囲

内で任命権者が定める時間、任期付短時間勤務教育職員にあつて

は３２時間までの範囲内で任命権者が定める時間。以下この項にお
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いて同じ。）とする。ただし、特別の勤務に従事する教育職員の

勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分とする。

２ 省略

３ 任命権者は、教育職員に前項の規定による週休日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定

めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日

（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定める期間

内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤

務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又

は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時

間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振

ることができる。

いて同じ。）とする。ただし、特別の勤務に従事する教育職員の

勤務時間は、１週間当たり４０時間 とする。

２ 省略

３ 任命権者は、教育職員に前項の規定による週休日において特に

勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定

めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日

（以下「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定める期間

内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤

務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又

は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（同項

本文の規定により短時間勤務教育職員以外の教育職員について勤

務時間が割り振られた日のその教育職員の勤務時間の２分の１に

相当する勤務時間として人事委員会規則で定める勤務時間をい

う。以下同じ。）を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日

勤務時間 を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振

ることができる。

（技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第４条 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（超過勤務手当）

第８条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。）の振替え又は４時間の勤務時間

の割振り変更によ

り、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割

振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務すること

を命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて

勤務した全時間（知事が定める時間を除く。）に対して、超過勤

務手当を支給する。

（特定の職員についての適用除外）

第１４条の２ 第４条、第４条の３、第５条の２、第６条の２及び前

条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第１８条第１項の規定により任期を定めて採用された

職員、地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例

第１号）第４条の規定により任期を定めて採用された職員には、

適用しない。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第１５条の３ 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の

承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給

与を支給しない。

２・３ 省略

（超過勤務手当）

第８条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。）の振替え又は半日勤務時間（常時勤務を要する職員

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定により同

条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児

休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を

除く。）について勤務時間が割り振られた日のその職員の勤務時

間の２分の１に相当する勤務時間をいう。）の割振り変更によ

り、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下「割

振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務すること

を命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて

勤務した全時間（知事が定める時間を除く。）に対して、超過勤

務手当を支給する。

（特定の職員についての適用除外）

第１４条の２ 第４条、第４条の３、第５条の２、第６条の２及び前

条の規定は、育児休業法

第１８条第１項の規定により任期を定めて採用された

職員、地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例

第１号）第４条の規定により任期を定めて採用された職員には、

適用しない。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第１５条の３ 育児休業法 第２条第１項の

承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給

与を支給しない。

２・３ 省略

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第５条 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（時間外勤務手当）

第１０条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。以下同じ。）の振替え又は４時間の勤務時間

の割振り変更

により、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下

「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超

えて勤務した全時間（管理者が定める時間を除く。）に対して、

時間外勤務手当を支給する。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第１９条の３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第２条第１項の承認を受けた職員には、育児休業をし

ている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及

び勤勉手当については、この限りでない。

（特定の職員についての適用除外）

第２１条 第５条、第６条、第６条の２（医師に係る部分に限

る。）、第６条の３、第７条の２、第９条及び第１６条の規定は、

地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員、地方公務員法第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の規定により任期を定め

て採用された職員には、適用しない。

（時間外勤務手当）

第１０条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、週休日（勤務時間を割り振らない日

をいう。以下同じ。）の振替え又は半日勤務時間（常時勤務を要

する職員（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及

び育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなつた

職員を除く。）について勤務時間が割り振られた日のその職員の

勤務時間の２分の１に相当する勤務時間をいう。）の割振り変更

により、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下

「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超

えて勤務した全時間（管理者が定める時間を除く。）に対して、

時間外勤務手当を支給する。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第１９条の３ 育児休業法

第２条第１項の承認を受けた職員には、育児休業をし

ている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及

び勤勉手当については、この限りでない。

（特定の職員についての適用除外）

第２１条 第５条、第６条、第６条の２（医師に係る部分に限

る。）、第６条の３、第７条の２、第９条及び第１６条の規定は、

育児休業法 第１８条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員、地方公務員法第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成１５年愛媛県条例第１号）第４条の規定により任期を定め

て採用された職員には、適用しない。

（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

第６条 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（正規の勤務時間の割振り）

第７条 勤務時間等条例第１１条第２項の規定にかかわらず、任命権

者（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１

条に規定する教育職員にあつては、その者の属する市町教育委員

会とする。次項及び次条において同じ。）は、４週間を平均して

１週間の勤務時間が勤務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務

時間を超えない範囲内で、特定の日において７時間４５分又は特定

の週において同項に規定する勤務時間を超えて正規の勤務時間を

割り振ることができる。

２ 省略

（正規の勤務時間の割振り）

第７条 勤務時間等条例第１１条第２項の規定にかかわらず、任命権

者（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１

条に規定する教育職員にあつては、その者の属する市町教育委員

会とする。次項及び次条において同じ。）は、４週間を平均して

１週間の勤務時間が勤務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務

時間を超えない範囲内で、特定の日において８時間 又は特定

の週において同項に規定する勤務時間を超えて正規の勤務時間を

割り振ることができる。

２ 省略

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第７条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１２条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態

は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第１１

条第３項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員勤務時

間等条例」という。）第１１条第２項ただし書の規定の適用を受け

る職員については、職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書又

は教育職員勤務時間等条例第１１条第２項ただし書の人事委員会規

則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休日

（職員勤務時間等条例第２条第１項又は教育職員勤務時間等条例

第３条第１項に規定する週休日をいう。）とし、当該期間につき

１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分

又は２４時間３５分となるように勤務する形態（育児休業法第１０条第

１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日

（職員勤務時間等条例第１１条第４項又は教育職員勤務時間等条例

第１１条第３項に規定する勤務日をいう。）が引き続き人事委員会

規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が人事委員会規則

で定める時間を超えないものに限る。）とする。

（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１２条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態

は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）第１１

条第３項ただし書又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員勤務時

間等条例」という。）第１１条第２項ただし書の規定の適用を受け

る職員については、職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書又

は教育職員勤務時間等条例第１１条第２項ただし書の人事委員会規

則で定める期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休日

（職員勤務時間等条例第２条第１項又は教育職員勤務時間等条例

第３条第１項に規定する週休日をいう。）とし、当該期間につき

１週間当たりの勤務時間が２０時間、２４時間又は２５時間

となるように勤務する形態（育児休業法第１０条第

１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日

（職員勤務時間等条例第１１条第４項又は教育職員勤務時間等条例

第１１条第３項に規定する勤務日をいう。）が引き続き人事委員会

規則で定める日数を超えず、かつ、１回の勤務が人事委員会規則

で定める時間を超えないものに限る。）とする。

（職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

第８条 職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（修学部分休業の承認）

第２条 省略

２ 修学部分休業の承認は、当該職員の正規の勤務時間の２分の１

を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間につい

て、５分を単位として行うものとする。

（修学部分休業の承認）

第２条 省略

２ 修学部分休業の承認は、１週間を通じて２０時間

を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間につい

て、３０分を単位として行うものとする。

（職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正）

第９条 職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高齢者部分休業の承認）

第２条 省略

２ 高齢者部分休業の承認は、当該職員の正規の勤務時間の２分の

１を超えない範囲内で、５分を単位として行うものとする。

（高齢者部分休業の承認）

第２条 省略

２ 高齢者部分休業の承認は、１週間を通じて２０時間

を超えない範囲内で、３０分を単位として行うものとする。

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第４号
職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例

職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（奉仕活動）

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げ

る奉仕活動とする。

� 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法

（平成１４年法律第１３６号）第１３条第１項第４号の規定に基づき

自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動

（当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の

準備行為を含む。）

� 省略

（奉仕活動）

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げ

る奉仕活動とする。

� 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法

（平成１４年法律第１３６号）第１３条第１項第３号の規定に基づき

自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動

（当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の

準備行為を含む。）

� 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第５号
愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県職員定数条例（昭和３０年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

� 知事の事務部局の職員

ア 知事の事務部局の職員（愛媛県立医療技術大学の職員を除

く。） ４，０５８人

イ 省略

� 省略

� 人事委員会の事務部局の職員 １４人

� 議会の事務部局の職員 ３６人

� 省略

� 監査委員の事務部局の職員 １４人

� 省略

� 労働委員会の事務部局の職員 １４人

計 ６，７５７人

（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

� 知事の事務部局の職員

ア 知事の事務部局の職員（愛媛県立医療技術大学の職員を除

く。） ４，５６１人

イ 省略

� 省略

� 人事委員会の事務部局の職員 １５人

� 議会の事務部局の職員 ３９人

� 省略

� 監査委員の事務部局の職員 １６人

� 省略

� 労働委員会の事務部局の職員 １５人

計 ７，２６７人

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第６号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（初任給調整手当） （初任給調整手当）
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第１８条の４ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当

該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第１号から第３号ま

でに掲げる職に係るものにあつては採用の日から３５年以内、第４

号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から１０年以内、第５

号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から５年以内の期

間、採用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあ

つては、採用の日から人事委員会規則で定める期間を経過した

日）から１年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当

として支給する。

� 医療職給料表�の適用を受ける職員の職のうち採用による欠

員の補充が困難であると認められる職で

人事委員会規則で定めるもの 月額４１０，９００円

� 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の職のうち医学に関

する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困

難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額

３０６，９００円

� 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職（前２号に掲げる

職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５０，０００円

� 省略

� 前各号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要と

し、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると

認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額２，５００円

２・３ 省略

第１８条の４ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当

該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号

に掲げる職に係るものにあつては採用の日から３５年以内、第３

号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から１０年以内、第４

号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から５年以内の期

間、採用の日（第１号及び第２号 に掲げる職に係るものにあ

つては、採用の日から人事委員会規則で定める期間を経過した

日）から１年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当

として支給する。

� 医療職給料表�の適用を受ける職員の職のうち採用による欠

員の補充が困難であると認められる職又は大学教育職員給料表

の適用を受ける職員の職のうち医学に関する専門的知識を必要

とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる

職で、人事委員会規則で定めるもの 月額３０６，９００円

� 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職（前号 に掲げる

職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５０，０００円

� 省略

� 前３号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要と

し、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると

認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額２，５００円

２・３ 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第７号
知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２１年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第８号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（指定試験機関等への納入）

第７条 法律の規定に基づき知事が別表１の表２０の項、２６の項、３５

の項、５１の項、５２の項若しくは８４の項、別表２の表１の項、１０４

の２の項から１０４の４の項まで、１０４の８の項、１０４の１０の項、１０６

の２の項若しくは１０７の項、別表５の表７の項、４７の項から４９の

項まで若しくは６４の項又は別表６の表１６の項若しくは３２の項に掲

げる事務を行わせることとした者（以下「指定試験機関等」とい

う。）が行う当該各項に規定する試験、分析、研修、調査、情報

の公表、登録又は交付（以下「試験等」という。）を受けようと

する者は、当該各項に定める手数料を当該試験等を行う指定試験

機関等に納入しなければならない。この場合において、第３条か

ら前条までの規定は適用せず、手数料の納入の方法その他手数料

の納入に関し必要な事項は、当該指定試験機関等の定めるところ

による。

２ 前項前段の場合における別表５の表４７の２の項及び４７の３の項

の規定の適用については、これらの規定中「建築士法第５条第２

項に規定する二級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるの

は、「建築士法第１０条の２１第１項の規定により読み替えて適用す

る同法第５条第２項に規定する二級建築士免許証明書又は木造建

築士免許証明書」とする。

３ 第１項の規定により指定試験機関等に納められた手数料は、当

該指定試験機関等の収入とする。

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 消防防災関係事務手数料

（指定試験機関等への納入）

第７条 法律の規定に基づき知事が別表１の表２０の項、２６の項、３５

の項、５１の項、５２の項若しくは８４の項、別表２の表１の項、１０４

の２の項から１０４の４の項まで、１０４の８の項、１０４の１０の項、１０６

の２の項若しくは１０７の項、別表５の表７の項、４８の項

若しくは６４の項又は別表６の表１６の項若しくは３２の項に掲

げる事務を行わせることとした者（以下「指定試験機関等」とい

う。）が行う当該各項に規定する試験、分析、研修、調査又は情

報の公表 （以下「試験等」という。）を受けようと

する者は、当該各項に定める手数料を当該試験等を行う指定試験

機関等に納入しなければならない。この場合において、第３条か

ら前条までの規定は適用せず、手数料の納入の方法その他手数料

の納入に関し必要な事項は、当該指定試験機関等の定めるところ

による。

２ 前項 の規定により指定試験機関等に納められた手数料は、当

該指定試験機関等の収入とする。

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 消防防災関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～３４ 省略 １～３４ 省略

３５ 火薬類取締

法第３１条第３

項の規定に基

づく丙種火薬

類製造保安責

任者免状又は

火薬類取扱保

安責任者免状

に係る試験の

実施

火薬類

保安責

任者試

験手数

料

１７，０００円 ３５ 火薬類取締

法第３１条第３

項の規定に基

づく丙種火薬

類製造保安責

任者免状又は

火薬類取扱保

安責任者免状

に係る試験の

実施

火薬類

保安責

任者試

験手数

料

１２，０００円

３６～５０ 省略 ３６～５０ 省略

５１ 高圧ガス保

安法施行令第

１８条第２項第

１号の規定に

基づく高圧ガ

ス保安法第３１

条第２項に規

定する製造保

安責任者試験

の実施

製造保

安責任

者試験

手数料

� 乙種化学責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ９，０００円

（行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律（平

成１４年法律第１５１号）第３条第１

項の規定により同項に規定する

電子情報処理組織を使用して受

験願書を提出する場合（以下こ

の項、５２の項及び８４の項におい

て「電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合」とい

う。）にあっては、８，５００円）

� 丙種化学責任者免状に係る製

５１ 高圧ガス保

安法施行令第

１８条第２項第

１号の規定に

基づく高圧ガ

ス保安法第３１

条第２項に規

定する製造保

安責任者試験

の実施

製造保

安責任

者試験

手数料

� 乙種化学責任者免状に係る製

造保安責任者試験 １０，０００円

（行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律（平

成１４年法律第１５１号）第３条第１

項の規定により同項に規定する

電子情報処理組織を使用して受

験願書を提出する場合（以下こ

の項、５２の項及び８４の項におい

て「電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合」とい

う。）にあっては、９，５００円）

� 丙種化学責任者免状に係る製
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造保安責任者試験 ８，４００円（電

子情報処理組織により受験願書

を提出する場合にあっては、

７，９００円）

� 乙種機械責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ９，０００円

（電子情報処理組織により受験

願書を提出する場合にあって

は、８，５００円）

� 第二種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ９，０００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、８，５００円）

� 第三種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ８，４００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、７，９００円）

造保安責任者試験 ９，４００円（電

子情報処理組織により受験願書

を提出する場合にあっては、

８，９００円）

� 乙種機械責任者免状に係る製

造保安責任者試験 １０，０００円

（電子情報処理組織により受験

願書を提出する場合にあって

は、９，５００円）

� 第二種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 １０，０００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、９，５００円）

� 第三種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ９，４００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、８，９００円）

５２ 高圧ガス保

安法第３１条第

２項の規定に

基づく販売主

任者試験の実

施

販売主

任者試

験手数

料

� 第一種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ７，６００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、７，１００

円）

� 第二種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ６，０００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、５，５００

円）

５２ 高圧ガス保

安法第３１条第

２項の規定に

基づく販売主

任者試験の実

施

販売主

任者試

験手数

料

� 第一種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ８，５００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、８，０００

円）

� 第二種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ６，７００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、６，２００

円）

５３～８３ 省略 ５３～８３ 省略

８４ 液化石油ガ

スの保安の確

保及び取引の

適正化に関す

る法律第３８条

の５第２項の

規定に基づく

液化石油ガス

設備士試験の

実施

液化石

油ガス

設備士

試験手

数料

２０，７００円（電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合にあっ

ては、２０，２００円）

８４ 液化石油ガ

スの保安の確

保及び取引の

適正化に関す

る法律第３８条

の５第２項の

規定に基づく

液化石油ガス

設備士試験の

実施

液化石

油ガス

設備士

試験手

数料

２３，０００円（電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合にあっ

ては、２２，５００円）

８５～９０ 省略 ８５～９０ 省略

備考 省略 備考 省略

２ 保健福祉関係事務手数料 ２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～８ 省略 １～８ 省略

８の２ 温泉法

第１１条第２項

又は第３項に

おいて準用す

る同法第６条

第１項の規定

省略 ８の２ 温泉法

第１１条第２項

に

おいて準用す

る同法第６条

第１項の規定

省略
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に基づくゆう

出路の増掘又

は動力の装置

の許可を受け

た法人の合併

又は分割の承

認の申請に対

する審査

に基づくゆう

出路の増掘又

は動力の装置

の許可を受け

た法人の合併

又は分割の承

認の申請に対

する審査

８の３ 温泉法

第１１条第２項

又は第３項に

おいて準用す

る同法第７条

第１項の規定

に基づくゆう

出路の増掘又

は動力の装置

の許可を受け

た者の相続の

承認の申請に

対する審査

省略 ８の３ 温泉法

第１１条第２項

に

おいて準用す

る同法第７条

第１項の規定

に基づくゆう

出路の増掘又

は動力の装置

の許可を受け

た者の相続の

承認の申請に

対する審査

省略

８の４～７５ 省

略

８の４～７５ 省

略

７６ 削除 ７６ 薬事法第２６

条第３項ただ

し書の規定に

基づく医薬品

の販売又は授

与の相手方の

変更の許可の

申請に対する

審査

医薬品

の販売

先等変

更許可

申請手

数料

７，４００円

７７～９６ 省略 ７７～９６ 省略

９７ 削除 ９７ 建築物にお

ける衛生的環

境の確保に関

する法律の一

部を改正する

法律（平成１３

年法律第１５６

号）附則第３

条の規定によ

りなおその効

力を有するこ

ととされる同

法による改正

前の建築物に

おける衛生的

環境の確保に

関する法律第

１２条の２第１

項の規定に基

建築物

環境衛

生一般

管理業

者登録

手数料

４５，０００円
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づく建築物環

境衛生一般管

理業者（同項

第６号に掲げ

る事業を営ん

でいる者をい

う。）の登録

９７の２～１０５

省略

９７の２～１０５

省略

１０６ 介護保険

法第９４条第２

項の規定に基

づく介護老人

保健施設の変

更の許可（介

護保険法施行

規則（平成１１

年厚生省令第

３６号）第１３６

条第１項第５

号、第７号、

第８号又は第

１１号（入所定

員に係る部分

に限る。）に

係るものに限

る。）

省略 １０６ 介護保険

法第９４条第２

項の規定に基

づく介護老人

保健施設の変

更の許可

省略

１０６の２ 介護

保険法第１１５

条の３５第２項

の規定に基づ

く介護サービ

ス情報の調査

介護サ

ービス

情報の

調査手

数料

２９，０００円 １０６の２ 介護

保険法第１１５

条の２９第２項

の規定に基づ

く介護サービ

ス情報の調査

介護サ

ービス

情報の

調査手

数料

４１，０００円

１０７ 介護保険

法第１１５条の

３５第３項の規

定に基づく介

護サービス情

報の公表

介護サ

ービス

情報の

公表手

数料

９，５００円 １０７ 介護保険

法第１１５条の

２９第３項の規

定に基づく介

護サービス情

報の公表

介護サ

ービス

情報の

公表手

数料

１１，０００円

１０８～１１３ 省略 １０８～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２６ 省略 １～２６ 省略

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の ２ 第 ５

項、第５条第

省略 ２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の ２ 第 ５

項、第５条第

省略
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１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

ものに限る。）

１項又は第３０

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

ものに限る。）

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

省略 ２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３０条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

省略

２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

省略 ２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３０条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

省略

３０ 家畜伝染病

予防法第８条

（同法第３１条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く家畜の検査

（同法第４条

の２第３項の

規定による検

査及び同法第

５条第１項の

規定による監

視伝染病の発

生を予察する

ための検査を

除く。）、注

射、薬浴又は

投薬を行った

旨の証明書の

交付

省略 ３０ 家畜伝染病

予防法第８条

（同法第３０条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く家畜の検査

（同法第４条

の２第３項の

規定による検

査及び同法第

５条第１項の

規定による監

視伝染病の発

生を予察する

ための検査を

除く。）、注

射、薬浴又は

投薬を行った

旨の証明書の

交付

省略

３１～６１ 省略 ３１～６１ 省略

備考 省略 備考 省略

５ 土木関係事務手数料 ５ 土木関係事務手数料
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事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～４６の４ 省

略

１～４６の４ 省

略

４７ 建 築 士 法

（昭和２５年法

律第２０２号）

第５条第１項

の

規定に基づく

二級建築士又

は木造建築士

の登録

二級建

築士又

は木造

建築士

登録手

数料

１９，２００円 ４７ 建 築 士 法

（昭和２５年法

律第２０２号）

第４条第２項

又は第３項の

規定に基づく

二級建築士又

は木造建築士

の免許

二級建

築士又

は木造

建築士

免許手

数料

１８，０００円

４７の２ 建築士

法第５条第２

項に規定する

二級建築士免

許証又は木造

建築士免許証

の書換え交付

二級建

築士免

許証又

は木造

建築士

免許証

の書換

え交付

手数料

５，９００円

４７の３ 建築士

法第５条第２

項に規定する

二級建築士免

許証又は木造

建築士免許証

の再交付

二級建

築士免

許証又

は木造

建築士

免許証

の再交

付手数

料

５，９００円

４８ 建築士法第

１３条の規定に

基づく二級建

築士試験又は

木造建築士試

験の実施

二級建

築士試

験又は

木造建

築士試

験手数

料

１６，９００円 ４８ 建築士法第

１３条の規定に

基づく二級建

築士試験又は

木造建築士試

験の実施

二級建

築士試

験又は

木造建

築士試

験手数

料

１５，１００円

４９ 建築士法第

２３条第１項又

は第３項の規

定に基づく建

築士事務所の

登録

建築士

事務所

登録手

数料

� 一級建築士事務所の登録

１７，０００円

� 二級建築士事務所又は木造建

築士事務所の登録 １２，０００円

４９ 建築士法第

２３条第１項又

は第３項の規

定に基づく建

築士事務所の

登録

建築士

事務所

登録手

数料

� 一級建築士事務所の登録

１５，０００円

� 二級建築士事務所又は木造建

築士事務所の登録 １０，０００円

５０～１０１の４

省略

５０～１０１の４

省略

１０１の５ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建
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第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関

し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律

第８１号）第５条第１項に規定

する登録住宅性能評価機関の

認定がある場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専用住宅（人

の居住の用以外の用途に供

する部分を有しない住宅を

いう。以下この項において

同じ。） １１，７００円

� １戸建ての併用住宅（専

用住宅以外の住宅をいう。

以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。） １１，７００円

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） １

戸につき次に掲げる共同住

宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申

請する住戸の数で除して得

た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ２２，９００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ３７，７００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ６７，２００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １０１，９００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １６３，３００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２５５，６００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３１３，０００円

イ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専用住宅

５１，２００円
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� １戸建ての併用住宅

５１，２００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １２０，６００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 １９２，３００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ３８５，２００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ６７６，６００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １，１６１，４００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２，１２５，５

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３，０２５，１００円

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に同法第８７

条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア �ア又はイに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該手

数料の金額と同一の額

イ ８の項金額の欄に掲げる建

築物の建築、移転、修繕若し

くは模様替又は用途の変更に

係る部分の区分に応じ、それ

ぞれ同項同欄備考に規定する

ところにより算定した当該手

数料の金額と同一の額

ウ ９の項金額の欄�又は�に

掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金額と同

一の額

１０１の６ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第８

条第１項の規

定に基づく長

期優良住宅建

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す
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築等計画の変

更の認定の申

請（同法第９

条第１項の規

定による譲受

人を決定した

場合に係るも

のを除く。）

に対する審査

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

１０１の５の項金額の欄�ア又は

イに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の金額の２

分の１に相当する金額

� 長期優良住宅建築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に同法第８７

条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算し

た金額

ア １０１の５の項金額の欄�ア又

はイに掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該手数料の金

額の２分の１に相当する額

イ ８の項金額の欄に掲げる建

築物の建築、移転、修繕若し

くは模様替又は用途の変更に

係る部分の区分に応じ、それ

ぞれ同項同欄備考に規定する

ところにより算定した当該手

数料の金額と同一の額

ウ ９の項金額の欄�又は�に

掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金額と同

一の額

１０２ 省略 １０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 教育職員免

許法第５条第

３項の規定に

基づく特別免

許状の授与

省略 ８ 教育職員免

許法第５条第

２項の規定に

基づく特別免

許状の授与

省略

９ 教育職員免

許法第５条第

６項の規定に

基づく臨時免

許状の授与

省略 ９ 教育職員免

許法第５条第

５項の規定に

基づく臨時免

許状の授与

省略

９の２ 省略 ９の２ 省略

９の３ 教育職

員免許法第９

条の２第１項

の規定に基づ

く普通免許状

教育職

員の普

通免許

状又は

特別免

３，３００円
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又は特別免許

状の有効期間

の更新の申請

に対する審査

許状の

更新申

請手数

料

９の４ 教育職

員免許法第９

条の２第５項

の規定に基づ

く普通免許状

又は特別免許

状の有効期間

の延長の申請

に対する審査

教育職

員の普

通免許

状又は

特別免

許状の

有効期

間の延

長申請

手数料

３，３００円

１０～１２ 省略 １０～１２ 省略

１２の２ 教育職

員免許法及び

教育公務員特

例法の一部を

改正する法律

（平成１９年法

律第９８号。１２

の３の項から

１２の５の項ま

で に お い て

「教員免許法

改正法」とい

う。）附則第

２条第２項の

規定に基づく

更新講習修了

確認の申請に

対する審査

教育職

員の更

新講習

修了確

認申請

手数料

３，３００円

１２の３ 教員免

許法改正法附

則第２条第３

項第３号の規

定に基づく確

認の申請に対

する審査

教育職

員の教

員免許

法改正

法附則

第２条

第３項

第３号

の確認

申請手

数料

３，３００円

１２の４ 教員免

許法改正法附

則第２条第４

項の規定に基

づく修了確認

期限の延期の

申請に対する

審査

教育職

員の修

了確認

期限の

延期申

請手数

料

３，３００円
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１２の５ 教員免

許法改正法附

則第２条第５

項の規定に基

づく免許状更

新講習を受け

る必要がない

旨の認定の申

請に対する審

査

教育職

員の免

許状更

新講習

免除認

定申請

手数料

３，３００円

１３～３１ 省略 １３～３１ 省略

３２ 職業能力開

発促進法施行

令（昭和４４年

政 令 第２５８

号）第３条第

１号の規定に

基づく技能検

定試験の実施

技能検

定試験

手数料

� 実技試験 １６，５００円を超えな

い範囲内において規則で定める

金額

� 省略

３２ 職業能力開

発促進法施行

令（昭和４４年

政 令 第２５８

号）第３条第

１号の規定に

基づく技能検

定試験の実施

技能検

定試験

手数料

� 実技試験 １５，７００円を超えな

い範囲内において規則で定める

金額

� 省略

３３～５０ 省略 ３３～５０ 省略

５１ 貸金業法

（昭和５８

年 法 律 第３２

号）第３条第

１項の規定に

基づく貸金業

者の登録の申

請に対する審

査

省略 ５１ 貸金業の規

制等に関する

法律（昭和５８

年 法 律 第３２

号）第３条第

１項の規定に

基づく貸金業

者の登録の申

請に対する審

査

省略

５２ 貸金業法

第３条第

２項の規定に

基づく貸金業

者の登録の更

新の申請に対

する審査

省略 ５２ 貸金業の規

制等に関する

法律第３条第

２項の規定に

基づく貸金業

者の登録の更

新の申請に対

する審査

省略

５３～５８の６ 省

略

５３～５８の６ 省

略

５９ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律（平成１４

年 法 律 第８８

号）第４１条の

規定に基づく

狩猟免許の申

請に対する審

査

狩猟免

許申請

手数料

� 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律第４９条各号に掲げ

る者の狩猟免許の申請に係る審

査 ３，９００円

� その他の者の狩猟免許の申請

に係る審査 ５，２００円

５９ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律（平成１４

年 法 律 第８８

号）第４１条の

規定に基づく

狩猟免許の申

請に対する審

査

狩猟免

許申請

手数料

� 鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律第４９条各号に掲げ

る者の狩猟免許の申請に係る審

査 ４，０００円

� その他の者の狩猟免許の申請

に係る審査 ５，３００円
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６０ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第４６条第

２項の規定に

基づく狩猟免

状の再交付

狩猟免

状再交

付手数

料

１，０００円 ６０ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第４６条第

２項の規定に

基づく狩猟免

状の再交付

狩猟免

状再交

付手数

料

１，１００円

６１ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第５１条第

１項の規定に

基づく狩猟免

許の更新の申

請に対する審

査

狩猟免

許更新

申請手

数料

２，８００円 ６１ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第５１条第

１項の規定に

基づく狩猟免

許の更新の申

請に対する審

査

狩猟免

許更新

申請手

数料

２，９００円

６２ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第５５条第

１項の規定に

基づく狩猟者

の登録又は同

法第６１条第１

項の規定に基

づく変更登録

狩猟者

の登録

又は変

更登録

手数料

１，８００円 ６２ 鳥獣の保護

及び狩猟の適

正化に関する

法律第５５条第

１項の規定に

基づく狩猟者

の登録又は同

法第６１条第１

項の規定に基

づく変更登録

狩猟者

の登録

又は変

更登録

手数料

１，９００円

６３・６４ 省略 ６３・６４ 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 別表２の表８の２の項、８の３の項及び９７の項、別表４の表２７の項から３０の項まで並びに別表６の表５１の項及び５２の項の改正規定

公布の日

� 別表６の表５９の項から６２の項までの改正規定 平成２１年４月１６日

� 別表２の表１０６の２の項事務の欄及び１０７の項事務の欄の改正規定 平成２１年５月１日

� 別表２の表７６の項の改正規定 平成２１年６月１日

� 別表５の表１０１の４の項の次に次のように加える改正規定 平成２１年６月４日

�愛媛県条例第９号
愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料
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事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 大麻取締法

（昭和２３年法

律第１２４号）

第５条第１項

の規定に基づ

く大麻取扱者

免許の申請に

対する審査

大麻取

扱者免

許申請

手数料

７，０００円 ４ 大麻取締法

（昭和２３年法

律第１２４号）

第５条第１項

の規定に基づ

く大麻取扱者

免許の申請に

対する審査

大麻取

扱者免

許申請

手数料

６，７００円

５ 大麻取締法

第１０条第５項

の規定に基づ

く大麻取扱者

の登録事項の

変更

大麻取

扱者登

録変更

手数料

３，６００円 ５ 大麻取締法

第１０条第５項

の規定に基づ

く大麻取扱者

の登録事項の

変更

大麻取

扱者登

録変更

手数料

３，２００円

６ 大麻取締法

第１０条第６項

の規定に基づ

く大麻取扱者

免許証の再交

付

大麻取

扱者免

許証再

交付手

数料

３，６００円 ６ 大麻取締法

第１０条第６項

の規定に基づ

く大麻取扱者

免許証の再交

付

大麻取

扱者免

許証再

交付手

数料

３，２００円

７ 温泉法（昭

和２３年法律第

１２５号）第３

条第１項の規

定に基づく土

地の掘削の許

可の申請に対

する審査

土地掘

削許可

申請手

数料

１２１，０００円 ７ 温泉法（昭

和２３年法律第

１２５号）第３

条第１項の規

定に基づく土

地の掘削の許

可の申請に対

する審査

土地掘

削許可

申請手

数料

１２０，０００円

７の２～７の４

省略

７の２～７の４

省略

８ 温泉法第１１

条第１項の規

定に基づくゆ

う出路の増掘

又は動力の装

置の許可の申

請に対する審

査

ゆう出

路増掘

又は動

力装置

の許可

の申請

手数料

１１５，０００円 ８ 温泉法第１１

条第１項の規

定に基づくゆ

う出路の増掘

又は動力の装

置の許可の申

請に対する審

査

ゆう出

路増掘

又は動

力装置

の許可

の申請

手数料

１１０，０００円

８の２～８の９

省略

８の２～８の９

省略

９ 温泉法第１５

条第１項の規

定に基づく温

泉の利用の許

可の申請に対

する審査

温泉利

用許可

申請手

数料

３６，０００円 ９ 温泉法第１５

条第１項の規

定に基づく温

泉の利用の許

可の申請に対

する審査

温泉利

用許可

申請手

数料

３５，０００円

９の２～２８ 省

略

９の２～２８ 省

略
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２９ クリーニン

グ業法第７条

第１項の規定

に基づくクリ

ーニング師試

験の実施

クリー

ニング

師試験

手数料

８，０００円 ２９ クリーニン

グ業法第７条

第１項の規定

に基づくクリ

ーニング師試

験の実施

クリー

ニング

師試験

手数料

７，０００円

３０～３４ 省略 ３０～３４ 省略

３５ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２８，５００円 ３５ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２７，２００円

３６ 毒物及び劇

物取締法第４

条第１項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録申請

手数料

１５，３００円 ３６ 毒物及び劇

物取締法第４

条第１項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録申請

手数料

１４，７００円

３７ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第４項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の更新

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

更新申

請手数

料

１０，６００円 ３７ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第１号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第４

条第４項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の更新

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

更新申

請手数

料

１０，２００円

３８ 毒物及び劇

物取締法第４

条第４項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の更新の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録更新

申請手

数料

６，５００円 ３８ 毒物及び劇

物取締法第４

条第４項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の更新の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録更新

申請手

数料

６，４００円
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３９ 毒物及び劇

物取締法第８

条第１項第３

号の規定に基

づく毒物劇物

取扱者試験の

実施

毒物劇

物取扱

者試験

手数料

１１，２００円 ３９ 毒物及び劇

物取締法第８

条第１項第３

号の規定に基

づく毒物劇物

取扱者試験の

実施

毒物劇

物取扱

者試験

手数料

１０，５００円

４０ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第３号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第９

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の変更

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

変更申

請手数

料

５，５００円 ４０ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条の７

第１項第３号

の規定に基づ

く毒物及び劇

物取締法第９

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の変更

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

変更申

請手数

料

５，２００円

４１ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３５条第１

項の規定に基

づく毒物又は

劇物の販売業

の登録票の書

換え交付

毒物劇

物販売

業登録

票書換

え交付

手数料

２，６００円 ４１ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３５条第１

項の規定に基

づく毒物又は

劇物の販売業

の登録票の書

換え交付

毒物劇

物販売

業登録

票書換

え交付

手数料

２，４００円

４２ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条第１

項の規定に基

づく毒物又は

劇物の販売業

の登録票の再

交付

毒物劇

物販売

業登録

票再交

付手数

料

４，３００円 ４２ 毒物及び劇

物取締法施行

令第３６条第１

項の規定に基

づく毒物又は

劇物の販売業

の登録票の再

交付

毒物劇

物販売

業登録

票再交

付手数

料

４，０００円

４３・４４ 省略 ４３・４４ 省略

・ ・

４５ 覚せい剤取

締法（昭和２６

年法律第２５２

号）第３条第

１項の規定に

基づく覚せい

剤施用機関の

指定の申請に

対する審査

覚せい

剤施用

機関指

定申請

手数料

４，１００円
・ ・

４５ 覚せい剤取

締法（昭和２６

年法律第２５２

号）第３条第

１項の規定に

基づく覚せい

剤施用機関の

指定の申請に

対する審査

覚せい

剤施用

機関指

定申請

手数料

３，９００円

・ ・

４６ 覚せい剤取

締法第３条第

１項の規定に

基づく覚せい

覚せい

剤研究

者指定

申請手

４，１００円
・ ・

４６ 覚せい剤取

締法第３条第

１項の規定に

基づく覚せい

覚せい

剤研究

者指定

申請手

３，９００円
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剤研究者の指

定の申請に対

する審査

数料 剤研究者の指

定の申請に対

する審査

数料

・ ・

４７ 覚せい剤取

締法第３０条の

２の規定に基

づく覚せい剤

原料取扱者の

指定の申請に

対する審査

覚せい

剤原料

取扱者

指定申

請手数

料

１２，０００円
・ ・

４７ 覚せい剤取

締法第３０条の

２の規定に基

づく覚せい剤

原料取扱者の

指定の申請に

対する審査

覚せい

剤原料

取扱者

指定申

請手数

料

１１，５００円

・ ・

４８ 覚せい剤取

締法第３０条の

２の規定に基

づく覚せい剤

原料研究者の

指定の申請に

対する審査

覚せい

剤原料

研究者

指定申

請手数

料

４，１００円
・ ・

４８ 覚せい剤取

締法第３０条の

２の規定に基

づく覚せい剤

原料研究者の

指定の申請に

対する審査

覚せい

剤原料

研究者

指定申

請手数

料

３，９００円

・ ・

４９ 覚せい剤取

締法第１１条第

１項（同法第

３０条の５にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定に基づ

く覚せい剤施

用機関、覚せ

い剤研究者、

覚せい剤原料

取扱者又は覚

せい剤原料研

究者の指定証

の再交付

覚せい

剤施用

機関等

の指定

証再交

付手数

料

２，８００円
・ ・

４９ 覚せい剤取

締法第１１条第

１項（同法第

３０条の５にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定に基づ

く覚せい剤施

用機関、覚せ

い剤研究者、

覚せい剤原料

取扱者又は覚

せい剤原料研

究者の指定証

の再交付

覚せい

剤施用

機関等

の指定

証再交

付手数

料

２，７００円

５０・５１ 省略 ５０・５１ 省略

５２ 麻薬及び向

精神薬取締法

（昭和２８年法

律第１４号）第

３条第１項の

規定に基づく

麻薬卸売業者

の免許の申請

に対する審査

麻薬卸

売業者

免許申

請手数

料

１４，９００円 ５２ 麻薬及び向

精神薬取締法

（昭和２８年法

律第１４号）第

３条第１項の

規定に基づく

麻薬卸売業者

の免許の申請

に対する審査

麻薬卸

売業者

免許申

請手数

料

１４，６００円

５３ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬小売業

者の免許の申

請に対する審

査

麻薬小

売業者

免許申

請手数

料

４，１００円 ５３ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬小売業

者の免許の申

請に対する審

査

麻薬小

売業者

免許申

請手数

料

３，９００円
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５４ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬施用者

の免許の申請

に対する審査

麻薬施

用者免

許申請

手数料

４，１００円 ５４ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬施用者

の免許の申請

に対する審査

麻薬施

用者免

許申請

手数料

３，９００円

５５ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬管理者

の免許の申請

に対する審査

麻薬管

理者免

許申請

手数料

４，１００円 ５５ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬管理者

の免許の申請

に対する審査

麻薬管

理者免

許申請

手数料

３，９００円

５６ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬研究者

の免許の申請

に対する審査

麻薬研

究者免

許申請

手数料

４，１００円 ５６ 麻薬及び向

精神薬取締法

第３条第１項

の規定に基づ

く麻薬研究者

の免許の申請

に対する審査

麻薬研

究者免

許申請

手数料

３，９００円

５７ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬卸

売業者の免許

の申請に対す

る審査

向精神

薬卸売

業者免

許申請

手数料

１４，９００円 ５７ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬卸

売業者の免許

の申請に対す

る審査

向精神

薬卸売

業者免

許申請

手数料

１４，６００円

５８ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬小

売業者の免許

の申請に対す

る審査

向精神

薬小売

業者免

許申請

手数料

４，１００円 ５８ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬小

売業者の免許

の申請に対す

る審査

向精神

薬小売

業者免

許申請

手数料

３，９００円

５９ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条の５第

１項の規定に

基づく向精神

薬試験研究施

設設置者の登

録の申請に対

する審査（都

道府県知事の

登録に係るも

のに限る。）

向精神

薬試験

研究施

設設置

者登録

申請手

数料

４，１００円 ５９ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条の５第

１項の規定に

基づく向精神

薬試験研究施

設設置者の登

録の申請に対

する審査（都

道府県知事の

登録に係るも

のに限る。）

向精神

薬試験

研究施

設設置

者登録

申請手

数料

３，９００円

６０ 麻薬及び向

精神薬取締法

麻薬卸

売業者

２，８００円 ６０ 麻薬及び向

精神薬取締法

麻薬卸

売業者

２，７００円
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第１０条第１項

（同法第５０条

の４及び第５０

条の７におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く免許証又は

登録証の再交

付

等の免

許証又

は向精

神薬試

験研究

施設設

置者登

録証の

再交付

手数料

第１０条第１項

（同法第５０条

の４及び第５０

条の７におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く免許証又は

登録証の再交

付

等の免

許証又

は向精

神薬試

験研究

施設設

置者登

録証の

再交付

手数料

６１～７１ 省略 ６１～７１ 省略

７２ 薬事法（昭

和３５年法律第

１４５号）第４

条第１項の規

定に基づく薬

局開設の許可

の申請に対す

る審査

薬局開

設許可

申請手

数料

３０，１００円 ７２ 薬事法（昭

和３５年法律第

１４５号）第４

条第１項の規

定に基づく薬

局開設の許可

の申請に対す

る審査

薬局開

設許可

申請手

数料

２９，０００円

７３ 薬事法第４

条第２項の規

定に基づく薬

局開設の許可

の更新の申請

に対する審査

薬局開

設許可

更新申

請手数

料

１１，７００円 ７３ 薬事法第４

条第２項の規

定に基づく薬

局開設の許可

の更新の申請

に対する審査

薬局開

設許可

更新申

請手数

料

１１，０００円

７３の２ 薬事法

第１２条第１項

の規定に基づ

く医薬品、医

薬部外品、化

粧品又は医療

機器（以下こ

の項から７３の

６の項までに

おいて「医薬

品 等 」 と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５０，９００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３

３，４００円

� 薬局製造販売医薬品製造販売

業許可 ７，４００円

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令（昭和３６年政

令第１１号）第２０条第２項の規

定に基づき製造管理又は品質

管理に注意を要するものとし

て厚生労働大臣が指定する医

薬部外品を含む場合 １３３，４

００円

イ ア以外の場合 ６０，２００円

� 化粧品製造販売業許可 ６０，２

００円

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５０，９００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，４００円

７３の２ 薬事法

第１２条第１項

の規定に基づ

く医薬品、医

薬部外品、化

粧品又は医療

機器（以下こ

の項から７３の

６の項までに

おいて「医薬

品 等 」 と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１４５，０００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １２

８，２００円

� 薬局製造販売医薬品製造販売

業許可 ６，８００円

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令（昭和３６年政

令第１１号）第２０条第２項の規

定に基づき製造管理又は品質

管理に注意を要するものとし

て厚生労働大臣が指定する医

薬部外品を含む場合 １２８，２

００円

イ ア以外の場合 ５８，２００円

� 化粧品製造販売業許可 ５８，２

００円

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １４５，０００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １２８，２００円
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� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９６，８００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９２，５００円

７３の３ 薬事法

第１２条第２項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造販売業の

許可の更新の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３７，８００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，２００円

� 薬局製造販売医薬品製造販売

業許可の更新 ４，０００円

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令第２０条第２項

の規定に基づき製造管理又は

品質管理に注意を要するもの

として厚生労働大臣が指定す

る医薬部外品を含む場合 １２

０，２００円

イ ア以外の場合 ４８，５００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４８，５００円

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １３７，８００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２０，２００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７１，９００円

７３の３ 薬事法

第１２条第２項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造販売業の

許可の更新の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３２，４００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １１５，６００円

� 薬局製造販売医薬品製造販売

業許可の更新 ３，８００円

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 薬事法施行令第２０条第２項

の規定に基づき製造管理又は

品質管理に注意を要するもの

として厚生労働大臣が指定す

る医薬部外品を含む場合 １１

５，６００円

イ ア以外の場合 ４７，０００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４７，０００円

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １３２，４００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １１５，６００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ６９，４００円

７３の４ 薬事法

第１３条第１項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の申請に対す

る審査（専ら

動物のために

使用されるこ

とが目的とさ

れている医薬

品、医薬部外

品及び医療機

器に係るもの

を除く。７３の

５の項から７３

の７の項まで

及び７３の９の

項の審査にお

いて同じ。）

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（薬事法施行

規則（昭和３６年厚生省令第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。） ９１，７００

円

� 医薬品（一般）（薬事法施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８５，８００円

� 医薬品（包装等）（薬事法施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４７，７

００円

� 体外診断用医薬品（一般）

（薬事法施行規則第２６条第２項

第２号の区分をいう。７３の５の

項から８３の項までにおいて同

じ。） ８５，８００円

� 体外診断用医薬品（包装等）

７３の４ 薬事法

第１３条第１項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の申請に対す

る審査（専ら

動物のために

使用されるこ

とが目的とさ

れている医薬

品、医薬部外

品及び医療機

器に係るもの

を除く。７３の

５の項から７３

の７の項まで

及び７３の９の

項の審査にお

いて同じ。）

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（薬事法施行

規則（昭和３６年厚生省令第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。） ８８，３００

円

� 医薬品（一般）（薬事法施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８２，７００円

� 医薬品（包装等）（薬事法施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４６，３

００円

� 体外診断用医薬品（一般）

（薬事法施行規則第２６条第２項

第２号の区分をいう。７３の５の

項から８３の項までにおいて同

じ。） ８２，７００円

� 体外診断用医薬品（包装等）
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（薬事法施行規則第２６条第２項

第３号の区分をいう。７３の５の

項から８３の項までにおいて同

じ。） ４７，７００円

� 省略

� 医薬部外品（無菌）（薬事法

施行規則第２６条第３項第１号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

８５，８００円

� 医薬部外品（一般）（薬事法

施行規則第２６条第３項第２号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

４０，４００円

� 医薬部外品（包装等）（薬事

法施行規則第２６条第３項第３号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。）

３３，８００円

� 化粧品（一般）（薬事法施行

規則第２６条第４項第１号の区分

をいう。７３の５の項及び７３の６

の項において同じ。） ４０，４００

円

� 化粧品（包装等）（薬事法施

行規則第２６条第４項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３３，８

００円

� 医療機器（滅菌）（薬事法施

行規則第２６条第５項第２号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ９１，７

００円

� 医療機器（一般）（薬事法施

行規則第２６条第５項第３号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ８５，８

００円

	 医療機器（包装等）（薬事法

施行規則第２６条第５項第４号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

４７，７００円

（薬事法施行規則第２６条第２項

第３号の区分をいう。７３の５の

項から８３の項までにおいて同

じ。） ４６，３００円

� 省略

� 医薬部外品（無菌）（薬事法

施行規則第２６条第３項第１号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

８２，７００円

� 医薬部外品（一般）（薬事法

施行規則第２６条第３項第２号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

３９，３００円

� 医薬部外品（包装等）（薬事

法施行規則第２６条第３項第３号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。）

３３，０００円

� 化粧品（一般）（薬事法施行

規則第２６条第４項第１号の区分

をいう。７３の５の項及び７３の６

の項において同じ。） ３９，３００

円

� 化粧品（包装等）（薬事法施

行規則第２６条第４項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３３，０

００円

� 医療機器（滅菌）（薬事法施

行規則第２６条第５項第２号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ８８，３

００円

� 医療機器（一般）（薬事法施

行規則第２６条第５項第３号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ８２，７

００円

	 医療機器（包装等）（薬事法

施行規則第２６条第５項第４号の

区分をいう。７３の５の項から８３

の項までにおいて同じ。）

４６，３００円

７３の５ 薬事法

第１３条第３項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額


 医薬品（無菌） ５２，９００円

� 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ４９，９００円

� 医薬品（包装等） ２４，３００円

 体外診断用医薬品（一般）

７３の５ 薬事法

第１３条第３項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額


 医薬品（無菌） ５１，２００円

� 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ４８，４００円

� 医薬品（包装等） ２３，９００円

 体外診断用医薬品（一般）
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品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

４９，９００円

� 体外診断用医薬品（包装等）

２４，３００円

� 薬局製造販売医薬品 ５，８００

円

� 医薬部外品（無菌） ４９，９００

円

� 医薬部外品（一般） ２５，８００

円

� 医薬部外品（包装等） ２４，３

００円

� 化粧品（一般） ２５，８００円

� 化粧品（包装等） ２４，３００円

� 医療機器（滅菌） ５２，９００円

	 医療機器（一般） ４９，９００円


 医療機器（包装等） ２４，３００

円

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

４８，４００円

� 体外診断用医薬品（包装等）

２３，９００円

� 薬局製造販売医薬品 ５，６００

円

� 医薬部外品（無菌） ４８，４００

円

� 医薬部外品（一般） ２５，３００

円

� 医薬部外品（包装等） ２３，９

００円

� 化粧品（一般） ２５，３００円

� 化粧品（包装等） ２３，９００円

� 医療機器（滅菌） ５１，２００円

	 医療機器（一般） ４８，４００円


 医療機器（包装等） ２３，９００

円

７３の６ 薬事法

第１３条第６項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の区分の変更

又は追加の許

可の申請に対

する審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８３，６００円

� 医薬品（一般） ７８，５００円

 医薬品（包装等） ４１，１００円

� 体外診断用医薬品（一般）

７８，５００円

� 体外診断用医薬品（包装等）

４１，１００円

� 医薬部外品（無菌） ８３，６００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，０００

円

� 医薬部外品（包装等） ３１，６

００円

� 化粧品（一般） ３６，０００円

� 化粧品（包装等） ３１，６００円

� 医療機器（滅菌） ８３，６００円

� 医療機器（一般） ７８，５００円

	 医療機器（包装等） ４１，１００

円

７３の６ 薬事法

第１３条第６項

の規定に基づ

く医薬品等の

製造業の許可

の区分の変更

又は追加の許

可の申請に対

する審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８０，６００円

� 医薬品（一般） ７５，７００円

 医薬品（包装等） ４０，０００円

� 体外診断用医薬品（一般）

７５，７００円

� 体外診断用医薬品（包装等）

４０，０００円

� 医薬部外品（無菌） ８０，６００

円

� 医薬部外品（一般） ３５，１００

円

� 医薬部外品（包装等） ３０，９

００円

� 化粧品（一般） ３５，１００円

� 化粧品（包装等） ３０，９００円

� 医療機器（滅菌） ８０，６００円

� 医療機器（一般） ７５，７００円

	 医療機器（包装等） ４０，０００

円

７３の７ 薬事法

第１４条第１項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認の申請に対

する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及びに掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１８，３００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（に掲げるものを除

く。） １品目につき５３，６００円

 薬局製造販売医薬品 １品目

につき１００円

� �からまでに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

８９，５００円

７３の７ 薬事法

第１４条第１項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認の申請に対

する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及びに掲

げるものを除く。） １品目に

つき２０９，７００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（に掲げるものを除

く。） １品目につき５１，９００円

 薬局製造販売医薬品 １品目

につき９０円

� �からまでに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

８６，２００円
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� 医薬部外品 １品目につき

５３，６００円

� 医薬部外品 １品目につき

５１，９００円

７３の８ 薬事法

第１４条第６項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

医薬品、

医薬部

外品又

は医療

機器の

製造管

理及び

品質管

理の基

準適合

性調査

申請手

数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ４９，９００円

イ 医薬品（一般） ２９，４００円

ウ 医薬品（包装等） １４，８００

円

エ 体外診断用医薬品（一般）

２９，４００円

オ 体外診断用医薬品（包装

等） １４，８００円

カ 医薬部外品（無菌） ４９，９

００円

キ 医薬部外品（一般） ２９，４

００円

ク 医薬部外品（包装等）

１４，８００円

ケ 医療機器（滅菌） ４９，９００

円

コ 医療機器（一般） ２９，４００

円

サ 医療機器（包装等） １４，８

００円

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における製造販売の承認

又は一部変更承認を受けようと

するときに受ける調査 １４，８００

円

� 薬事法施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，８００

円に１品目につき２，２００円を

加算した額

イ 医薬品（一般） ７５，６００円

に１品目につき１，１００円を加

算した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，７００

円に１品目につき６００円を加

算した額

７３の８ 薬事法

第１４条第６項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

医薬品、

医薬部

外品又

は医療

機器の

製造管

理及び

品質管

理の基

準適合

性調査

申請手

数料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ４８，４００円

イ 医薬品（一般） ２８，８００円

ウ 医薬品（包装等） １４，５００

円

エ 体外診断用医薬品（一般）

２８，８００円

オ 体外診断用医薬品（包装

等） １４，５００円

カ 医薬部外品（無菌） ４８，４

００円

キ 医薬部外品（一般） ２８，８

００円

ク 医薬部外品（包装等）

１４，５００円

ケ 医療機器（滅菌） ４８，４００

円

コ 医療機器（一般） ２８，８００

円

サ 医療機器（包装等） １４，５

００円

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における製造販売の承認

又は一部変更承認を受けようと

するときに受ける調査 １４，５００

円

� 薬事法施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０４，０００

円に１品目につき２，１００円を

加算した額

イ 医薬品（一般） ７３，２００円

に１品目につき１，０００円を加

算した額

ウ 医薬品（包装等） ３８，６００

円に１品目につき５００円を加

算した額
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エ 体外診断用医薬品（一般）

７５，６００円に１品目につき

１，１００円を加算した額

オ 体外診断用医薬品（包装

等） ３９，７００円に１品目につ

き６００円を加算した額

カ 医薬部外品（無菌） １０

７，８００円に１品目につき２，２００

円を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７５，６

００円に１品目につき１，１００円

を加算した額

ク 医薬部外品（包装等）

３９，７００円に１品目につき６００

円を加算した額

ケ 医療機器（滅菌） １０７，８

００円に１品目につき２，２００円

を加算した額

コ 医療機器（一般） ７５，６００

円に１品目につき１，１００円を

加算した額

サ 医療機器（包装等） ３９，７

００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における薬事法施行令第

２１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３９，２００円に１

品目につき６００円を加算した額

エ 体外診断用医薬品（一般）

７３，２００円に１品目につき

１，０００円を加算した額

オ 体外診断用医薬品（包装

等） ３８，６００円に１品目につ

き５００円を加算した額

カ 医薬部外品（無菌） １０

４，０００円に１品目につき２，１００

円を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７３，２

００円に１品目につき１，０００円

を加算した額

ク 医薬部外品（包装等）

３８，６００円に１品目につき５００

円を加算した額

ケ 医療機器（滅菌） １０４，０

００円に１品目につき２，１００円

を加算した額

コ 医療機器（一般） ７３，２００

円に１品目につき１，０００円を

加算した額

サ 医療機器（包装等） ３８，６

００円に１品目につき５００円を

加算した額

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における薬事法施行令第

２１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３８，６００円に１

品目につき５００円を加算した額

７３の９ 薬事法

第１４条第９項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認事項の一部

変更の承認の

申請に対する

審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０７，１００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２９，４００円

� 薬局製造販売医薬品 １品目

につき１００円

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

３６，０００円

� 医薬部外品 １品目につき

２７，２００円

７３の９ 薬事法

第１４条第９項

の規定に基づ

く医薬品又は

医薬部外品の

製造販売の承

認事項の一部

変更の承認の

申請に対する

審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０３，３００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２８，８００円

� 薬局製造販売医薬品 １品目

につき９０円

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

３５，１００円

� 医薬部外品 １品目につき

２６，７００円

７４ 薬事法第２４

条第１項の規

定に基づく医

薬品の販売業

医薬品

販売業

許可申

請手数

３０，１００円 ７４ 薬事法第２４

条第１項の規

定に基づく医

薬品の販売業

医薬品

販売業

許可申

請手数

２９，０００円
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の許可の申請

に対する審査

料 の許可の申請

に対する審査

料

７５ 薬事法第２４

条第２項の規

定に基づく医

薬品の販売業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医薬品

販売業

許可更

新申請

手数料

１１，７００円 ７５ 薬事法第２４

条第２項の規

定に基づく医

薬品の販売業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医薬品

販売業

許可更

新申請

手数料

１１，０００円

７６ 薬事法第２６

条第３項ただ

し書の規定に

基づく医薬品

の販売又は授

与の相手方の

変更の許可の

申請に対する

審査

医薬品

の販売

先等変

更許可

申請手

数料

７，４００円 ７６ 薬事法第２６

条第３項ただ

し書の規定に

基づく医薬品

の販売又は授

与の相手方の

変更の許可の

申請に対する

審査

医薬品

の販売

先等変

更許可

申請手

数料

７，１００円

７７ 薬事法第３３

条第１項の規

定に基づく医

薬品の配置販

売業者又はそ

の配置員に対

する配置販売

従事者の身分

証明書の交付

配置販

売従事

者身分

証明書

交付手

数料

７，４００円 ７７ 薬事法第３３

条第１項の規

定に基づく医

薬品の配置販

売業者又はそ

の配置員に対

する配置販売

従事者の身分

証明書の交付

配置販

売従事

者身分

証明書

交付手

数料

７，１００円

７８ 薬事法第３３

条第１項の規

定に基づく医

薬品の配置販

売業者又はそ

の配置員に対

する配置販売

従事者の身分

証明書の書換

え交付

配置販

売従事

者身分

証明書

書換え

交付手

数料

２，１００円 ７８ 薬事法第３３

条第１項の規

定に基づく医

薬品の配置販

売業者又はそ

の配置員に対

する配置販売

従事者の身分

証明書の書換

え交付

配置販

売従事

者身分

証明書

書換え

交付手

数料

２，０００円

７９ 薬事法第３３

条第１項の規

定に基づく医

薬品の配置販

売業者又はそ

の配置員に対

する配置販売

従事者の身分

証明書の再交

付

配置販

売従事

者身分

証明書

再交付

手数料

３，０００円 ７９ 薬事法第３３

条第１項の規

定に基づく医

薬品の配置販

売業者又はそ

の配置員に対

する配置販売

従事者の身分

証明書の再交

付

配置販

売従事

者身分

証明書

再交付

手数料

２，９００円

７９の２・７９の３

省略

７９の２・７９の３

省略

７９の４ 薬事法

第３９条第１項

高度管

理医療

３０，１００円 ７９の４ 薬事法

第３９条第１項

高度管

理医療

２９，０００円

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１

３１



の規定に基づ

く高度管理医

療機器等の販

売業又は賃貸

業の許可の申

請に対する審

査

機器等

の販売

業又は

賃貸業

の許可

申請手

数料

の規定に基づ

く高度管理医

療機器等の販

売業又は賃貸

業の許可の申

請に対する審

査

機器等

の販売

業又は

賃貸業

の許可

申請手

数料

７９の５ 薬事法

第３９条第４項

の規定に基づ

く高度管理医

療機器等の販

売業又は賃貸

業の許可の更

新の申請に対

する審査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

賃貸業

の許可

更新申

請手数

料

１１，７００円 ７９の５ 薬事法

第３９条第４項

の規定に基づ

く高度管理医

療機器等の販

売業又は賃貸

業の許可の更

新の申請に対

する審査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

賃貸業

の許可

更新申

請手数

料

１１，０００円

８０ 薬事法第４０

条の２第１項

の規定に基づ

く医療機器の

修理業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，１００円 ８０ 薬事法第４０

条の２第１項

の規定に基づ

く医療機器の

修理業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７１，５００円

８１ 薬事法第４０

条の２第３項

（同条第６項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医療

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

４９，９００円 ８１ 薬事法第４０

条の２第３項

（同条第６項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医療

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

４８，４００円

８２ 薬事法第４０

条の２第５項

の規定に基づ

く医療機器の

修理業の修理

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，４００円 ８２ 薬事法第４０

条の２第５項

の規定に基づ

く医療機器の

修理業の修理

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，０００円

８３ 薬事法第８０

条第１項の規

定に基づく輸

出 用 の 医 薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

輸出用

医薬品、

医薬部

外品又

は医療

機器の

製造管

理及び

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く 。 ） 次 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ４９，９００円

イ 医薬品（一般） ２９，４００円

８３ 薬事法第８０

条第１項の規

定に基づく輸

出 用 の 医 薬

品、医薬部外

品又は医療機

器の製造管理

又は品質管理

輸出用

医薬品、

医薬部

外品又

は医療

機器の

製造管

理及び

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く 。 ） 次 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ４８，４００円

イ 医薬品（一般） ２８，８００円
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の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

品質管

理の基

準適合

性調査

申請手

数料

ウ 医薬品（包装等） １４，８００

円

エ 体 外 診 断 用 医 薬 品 （ 一

般） ２９，４００円

オ 体外診断用医薬品（包装

等） １４，８００円

カ 医薬部外品（無菌） ４９，９

００円

キ 医薬部外品（一般） ２９，４

００円

ク 医薬部外品（包装等）

１４，８００円

ケ 医療機器（滅菌） ４９，９００

円

コ 医療機器（一般） ２９，４００

円

サ 医療機器（包装等） １４，８

００円

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における製造をしようと

するときに受ける調査 １４，８００

円

� 薬事法施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，８００

円に１品目につき２，２００円を

加算した額

イ 医薬品（一般） ７５，６００円

に１品目につき１，１００円を加

算した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，７００

円に１品目につき６００円を加

算した額

エ 体 外 診 断 用 医 薬 品 （ 一

般） ７５，６００円に１品目につ

き１，１００円を加算した額

オ 体外診断用医薬品（包装

等） ３９，７００円に１品目につ

き６００円を加算した額

カ 医薬部外品（無菌） １０

７，８００円に１品目につき２，２００

円を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７５，６

００円に１品目につき１，１００円

を加算した額

ク 医薬部外品（包装等）

の方法の基準

への適合性調

査の申請に対

する審査

品質管

理の基

準適合

性調査

申請手

数料

ウ 医薬品（包装等） １４，５００

円

エ 体 外 診 断 用 医 薬 品 （ 一

般） ２８，８００円

オ 体外診断用医薬品（包装

等） １４，５００円

カ 医薬部外品（無菌） ４８，４

００円

キ 医薬部外品（一般） ２８，８

００円

ク 医薬部外品（包装等）

１４，５００円

ケ 医療機器（滅菌） ４８，４００

円

コ 医療機器（一般） ２８，８００

円

サ 医療機器（包装等） １４，５

００円

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における製造をしようと

するときに受ける調査 １４，５００

円

� 薬事法施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０４，０００

円に１品目につき２，１００円を

加算した額

イ 医薬品（一般） ７３，２００円

に１品目につき１，０００円を加

算した額

ウ 医薬品（包装等） ３８，６００

円に１品目につき５００円を加

算した額

エ 体 外 診 断 用 医 薬 品 （ 一

般） ７３，２００円に１品目につ

き１，０００円を加算した額

オ 体外診断用医薬品（包装

等） ３８，６００円に１品目につ

き５００円を加算した額

カ 医薬部外品（無菌） １０

４，０００円に１品目につき２，１００

円を加算した額

キ 医薬部外品（一般） ７３，２

００円に１品目につき１，０００円

を加算した額

ク 医薬部外品（包装等）
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３９，７００円に１品目につき６００

円を加算した額

ケ 医療機器（滅菌） １０７，８

００円に１品目につき２，２００円

を加算した額

コ 医療機器（一般） ７５，６００

円に１品目につき１，１００円を

加算した額

サ 医療機器（包装等） ３９，７

００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における薬事法施行令第

７１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３９，２００円に１

品目につき６００円を加算した額

３８，６００円に１品目につき５００

円を加算した額

ケ 医療機器（滅菌） １０４，０

００円に１品目につき２，１００円

を加算した額

コ 医療機器（一般） ７３，２００

円に１品目につき１，０００円を

加算した額

サ 医療機器（包装等） ３８，６

００円に１品目につき５００円を

加算した額

� 医薬品、医薬部外品若しくは

医療機器の試験検査又は医療機

器の設計及び開発を製造所以外

の施設において行った場合（他

に 委 託 し て 行 っ た 場 合 を 含

む。）における薬事法施行令第

７１条で定める期間を経過するご

とに受ける調査 ３８，６００円に１

品目につき５００円を加算した額

８４ 薬事法施行

令第５条第１

項又は第１２条

第１項（同令

第５５条第１項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造販

売業若しくは

製造業又は医

療機器の修理

業の許可証の

書換え交付

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業又

は医療

機器の

修理業

の許可

証の書

換え交

付手数

料

２，１００円 ８４ 薬事法施行

令第５条第１

項又は第１２条

第１項（同令

第５５条第１項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造販

売業若しくは

製造業又は医

療機器の修理

業の許可証の

書換え交付

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業又

は医療

機器の

修理業

の許可

証の書

換え交

付手数

料

２，０００円

８５ 薬事法施行

令第６条第１

項又は第１３条

第１項（同令

第５５条第１項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造販

売業若しくは

製造業又は医

療機器の修理

業の許可証の

再交付

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業又

は医療

機器の

修理業

の許可

証の再

交付手

数料

３，０００円 ８５ 薬事法施行

令第６条第１

項又は第１３条

第１項（同令

第５５条第１項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造販

売業若しくは

製造業又は医

療機器の修理

業の許可証の

再交付

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業又

は医療

機器の

修理業

の許可

証の再

交付手

数料

２，９００円

８６ 薬事法施行

令第４５条第１

薬局開

設許可

２，１００円 ８６ 薬事法施行

令第４５条第１

薬局開

設許可

２，０００円
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項の規定に基

づく薬局開設

の許可証、医

薬品の販売業

の許可証、高

度管理医療機

器等の販売業

若しくは賃貸

業の許可証又

は医薬品の販

売若しくは授

与の相手方の

変更の許可証

の書換え交付

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは賃

貸業の

許可証

又は医

薬品の

販売先

等変更

許可証

の書換

え交付

手数料

項の規定に基

づく薬局開設

の許可証、医

薬品の販売業

の許可証、高

度管理医療機

器等の販売業

若しくは賃貸

業の許可証又

は医薬品の販

売若しくは授

与の相手方の

変更の許可証

の書換え交付

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは賃

貸業の

許可証

又は医

薬品の

販売先

等変更

許可証

の書換

え交付

手数料

８７ 薬事法施行

令第４６条第１

項の規定に基

づく薬局開設

の許可証、医

薬品の販売業

の許可証、高

度管理医療機

器等の販売業

若しくは賃貸

業の許可証又

は医薬品の販

売若しくは授

与の相手方の

変更の許可証

の再交付

薬局開

設許可

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは賃

貸業の

許可証

又は医

薬品の

販売先

等変更

許可証

の再交

付手数

料

３，０００円 ８７ 薬事法施行

令第４６条第１

項の規定に基

づく薬局開設

の許可証、医

薬品の販売業

の許可証、高

度管理医療機

器等の販売業

若しくは賃貸

業の許可証又

は医薬品の販

売若しくは授

与の相手方の

変更の許可証

の再交付

薬局開

設許可

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは賃

貸業の

許可証

又は医

薬品の

販売先

等変更

許可証

の再交

付手数

料

２，９００円

８７の２・８７の３

省略

８７の２・８７の３

省略

８８ 製菓衛生師

法（昭和４１年

法 律 第１１５

号）第３条の

規定に基づく

製菓衛生師免

許

製菓衛

生師免

許手数

料

５，９００円 ８８ 製菓衛生師

法（昭和４１年

法 律 第１１５

号）第３条の

規定に基づく

製菓衛生師免

許

製菓衛

生師免

許手数

料

５，６００円
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８９ 製菓衛生師

法第４条第１

項の規定に基

づく製菓衛生

師試験の実施

製菓衛

生師試

験手数

料

９，８００円 ８９ 製菓衛生師

法第４条第１

項の規定に基

づく製菓衛生

師試験の実施

製菓衛

生師試

験手数

料

９，４００円

９０ 製菓衛生師

法施行令（昭

和４１年政令第

３８７号）第５

条第１項の規

定に基づく免

許証の書換え

交付

製菓衛

生師免

許証書

換え交

付手数

料

２，９００円 ９０ 製菓衛生師

法施行令（昭

和４１年政令第

３８７号）第５

条第１項の規

定に基づく免

許証の書換え

交付

製菓衛

生師免

許証書

換え交

付手数

料

２，８００円

９１ 製菓衛生師

法施行令第６

条第１項の規

定に基づく免

許証の再交付

製菓衛

生師免

許証再

交付手

数料

３，７００円 ９１ 製菓衛生師

法施行令第６

条第１項の規

定に基づく免

許証の再交付

製菓衛

生師免

許証再

交付手

数料

３，５００円

９２～１１３ 省略 ９２～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 省略 １ 省略

２ 家畜商法第

３条第２項第

１号の規定に

規定する講習

会の開催

家畜商

講習会

受講手

数料

３，２００円 ２ 家畜商法第

３条第２項第

１号の規定に

規定する講習

会の開催

家畜商

講習会

受講手

数料

３，１３０円

３～２６ 省略 ３～２６ 省略

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の ２ 第 ５

項、第５条第

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

ものに限る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，５００

円を超えない範囲内において規則

で定める金額

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の ２ 第 ５

項、第５条第

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

ものに限る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき１，２００

円を超えない範囲内において規則

で定める金額

２８ 省略 ２８ 省略
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２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

家畜注

射又は

家畜薬

浴の手

数料

１頭又は１羽につき１，４００円を超

えない範囲内において規則で定め

る金額

２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

家畜注

射又は

家畜薬

浴の手

数料

１頭又は１羽につき１，１００円を超

えない範囲内において規則で定め

る金額

３０～３４ 省略 ３０～３４ 省略

３５ 家畜取引法

第９条第２項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の再交付

家畜市

場登録

証再交

付手数

料

６，６００円 ３５ 家畜取引法

第９条第２項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の再交付

家畜市

場登録

証再交

付手数

料

６，４００円

３６ 省略 ３６ 省略

３７ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

８，１００円 ３７ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

７，９００円

３８ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

８，１００円 ３８ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

７，９００円

３９～６１ 省略 ３９～６１ 省略

備考 省略 備考 省略

５ 土木関係事務手数料 ５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～６９ 省略 １～６９ 省略

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

２項第１５号ハ

若しくは第６２

条の３第４項

第１５号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 省略

� 造成宅地の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の

場合 ２００，０００円

� 省略

� 造成宅地の面積が１ヘクター

ル以上３ヘクタール未満の場合

４００，０００円

� 造成宅地の面積が３ヘクター

ル以上６ヘクタール未満の場合

５２０，０００円

� 造成宅地の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満の場合

６７０，０００円

� 造成宅地の面積が１０ヘクター

ル以上の場合 ８９０，０００円

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

２項第１５号ハ

若しくは第６２

条の３第４項

第１５号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 省略

� 造成宅地の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の

場合 １９０，０００円

� 省略

� 造成宅地の面積が１ヘクター

ル以上３ヘクタール未満の場合

３９０，０００円

� 造成宅地の面積が３ヘクター

ル以上６ヘクタール未満の場合

５１０，０００円

� 造成宅地の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満の場合

６６０，０００円

� 造成宅地の面積が１０ヘクター

ル以上の場合 ８７０，０００円
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ついての認定

の申請に対す

る審査

ついての認定

の申請に対す

る審査

７１～７６ 省略 ７１～７６ 省略

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年 法 律 第

１９１号）第８

条第１項本文

の規定に基づ

く宅地造成に

関する工事の

許可の申請に

対する審査

宅地造

成に関

する工

事の許

可申請

手数料

次に掲げる宅地造成の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内のもの

２２，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内のもの

３２，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内のもの

４８，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内のもの

６８，０００円

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が１００，０００平方メートルを超

えるもの ４３０，０００円

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年 法 律 第

１９１号）第８

条第１項本文

の規定に基づ

く宅地造成に

関する工事の

許可の申請に

対する審査

宅地造

成に関

する工

事の許

可申請

手数料

次に掲げる宅地造成の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内のもの

２１，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内のもの

３１，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内のもの

４７，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内のもの

６７，０００円

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が１００，０００平方メートルを超

えるもの ４２０，０００円

７７の２ 宅地造

成等規制法第

１２条第１項の

規定に基づく

宅地造成に関

する工事の計

画の変更の許

可の申請に対

する審査

宅地造

成に関

する工

事の計

画の変

更許可

申請手

数料

変更の許可の申請１件につき、次

に掲げる宅地造成に関する工事の

計画の変更の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合算した金額

（その金額が４３０，０００円を超える

ときは、その手数料の金額は、

４３０，０００円とする。）

�・� 省略

７７の２ 宅地造

成等規制法第

１２条第１項の

規定に基づく

宅地造成に関

する工事の計

画の変更の許

可の申請に対

する審査

宅地造

成に関

する工

事の計

画の変

更許可

申請手

数料

変更の許可の申請１件につき、次

に掲げる宅地造成に関する工事の

計画の変更の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合算した金額

（その金額が４２０，０００円を超える

ときは、その手数料の金額は、

４２０，０００円とする。）

�・� 省略

７８～８６ 省略 ７８～８６ 省略

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

開発行

為許可

申請手

数料

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満の場合 ８，８００円

イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満の場合 ４４，０００円

エ 開発区域の面積が０．６ヘク

タール以上１ヘクタール未満

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

開発行

為許可

申請手

数料

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満の場合 ８，６００円

イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満の場合 ４３，０００円

エ 開発区域の面積が０．６ヘク

タール以上１ヘクタール未満
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の場合 ８８，０００円

オ 省略

カ 開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上６ヘクタール未満の

場合 １８０，０００円

キ 省略

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ３１０，０００円

� 主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う開発行為の許可

の申請に係る審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満の場合 １４，０００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘク

タール以上０．３ヘクタール未

満の場合 ３１，０００円

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満の場合 ６６，０００円

エ 省略

オ 開発区域の面積が１ヘクタ

ール以上３ヘクタール未満の

場合 ２１０，０００円

カ 省略

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

場合 ３５０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ４９０，０００円

� その他の開発行為の許可の申

請に係る審査 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満の場合 ８８，０００円

イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満の場合 ２００，０００円

エ 省略

オ 開発区域の面積が１ヘクタ

ール以上３ヘクタール未満の

場合 ４００，０００円

カ 開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上６ヘクタール未満の

場合 ５２０，０００円

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

の場合 ８６，０００円

オ 省略

カ 開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上６ヘクタール未満の

場合 １７０，０００円

キ 省略

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ３００，０００円

� 主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う開発行為の許可

の申請に係る審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満の場合 １３，０００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘク

タール以上０．３ヘクタール未

満の場合 ３０，０００円

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満の場合 ６５，０００円

エ 省略

オ 開発区域の面積が１ヘクタ

ール以上３ヘクタール未満の

場合 ２００，０００円

カ 省略

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

場合 ３４０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ４８０，０００円

� その他の開発行為の許可の申

請に係る審査 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満の場合 ８６，０００円

イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満の場合 １９０，０００円

エ 省略

オ 開発区域の面積が１ヘクタ

ール以上３ヘクタール未満の

場合 ３９０，０００円

カ 開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上６ヘクタール未満の

場合 ５１０，０００円

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の
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場合 ６７０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ８９０，０００円

場合 ６６０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ８７０，０００円

８８ 都市計画法

第３５条の２の

規定に基づく

開発行為の変

更許可の申請

に対する審査

開発行

為変更

許可申

請手数

料

変更許可の申請１件につき、次に

掲げる開発行為の変更の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を合算

した金額（その金額が８９０，０００円

を超えるときは、その手数料の金

額は、８９０，０００円とする。）

�～� 省略

８８ 都市計画法

第３５条の２の

規定に基づく

開発行為の変

更許可の申請

に対する審査

開発行

為変更

許可申

請手数

料

変更許可の申請１件につき、次に

掲げる開発行為の変更の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を合算

した金額（その金額が８７０，０００円

を超えるときは、その手数料の金

額は、８７０，０００円とする。）

�～� 省略

８９ 都市計画法

第４１条第２項

ただし書（同

法第３５条の２

第４項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築の許可

の申請に対す

る審査

市街化

調整区

域内等

におけ

る建築

物の特

例許可

申請手

数料

４７，０００円 ８９ 都市計画法

第４１条第２項

ただし書（同

法第３５条の２

第４項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築の許可

の申請に対す

る審査

市街化

調整区

域内等

におけ

る建築

物の特

例許可

申請手

数料

４６，０００円

９０ 省略 ９０ 省略

９１ 都市計画法

第４３条の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

開発許

可を受

けない

市街化

調整区

域内の

土地に

おける

建築等

許可申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 敷地の面積が０．１ヘクタール

未満の場合 ７，０００円

� 敷地の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満の場合

１９，０００円

� 敷地の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満の場合

４０，０００円

� 敷地の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満の場合

７０，０００円

� 敷地の面積が１ヘクタール以

上の場合 ９９，０００円

９１ 都市計画法

第４３条の規定

に基づく建築

等の許可の申

請に対する審

査

開発許

可を受

けない

市街化

調整区

域内の

土地に

おける

建築等

許可申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 敷地の面積が０．１ヘクタール

未満の場合 ６，９００円

� 敷地の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満の場合

１８，０００円

� 敷地の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満の場合

３９，０００円

� 敷地の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満の場合

６９，０００円

� 敷地の面積が１ヘクタール以

上の場合 ９７，０００円

９２ 省略 ９２ 省略

９３ 都市計画法

第４５条の規定

に基づく開発

許可を受けた

地位の承継の

承認の申請に

対する審査

開発許

可を受

けた地

位の承

継の承

認申請

手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 承認申請をする者が行おうと

する開発行為が、主として自己

の居住の用に供する住宅の建築

の用に供する目的で行うもの又

は主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築若しくは自己の業務の用

に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行うものであっ

て開発区域の面積が１ヘクター

ル未満のものである場合 １，８

００円

９３ 都市計画法

第４５条の規定

に基づく開発

許可を受けた

地位の承継の

承認の申請に

対する審査

開発許

可を受

けた地

位の承

継の承

認申請

手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 承認申請をする者が行おうと

する開発行為が、主として自己

の居住の用に供する住宅の建築

の用に供する目的で行うもの又

は主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築若しくは自己の業務の用

に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行うものであっ

て開発区域の面積が１ヘクター

ル未満のものである場合 １，７

００円
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� 承認申請をする者が行おうと

する開発行為が、主として、住

宅以外の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築又は自己

の業務の用に供する特定工作物

の建設の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の面積が

１ヘクタール以上のものである

場合 ２，８００円

� 承認申請をする者が行おうと

する開発行為が�及び�以外の

ものである場合 １８，０００円

� 承認申請をする者が行おうと

する開発行為が、主として、住

宅以外の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築又は自己

の業務の用に供する特定工作物

の建設の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の面積が

１ヘクタール以上のものである

場合 ２，７００円

� 承認申請をする者が行おうと

する開発行為が�及び�以外の

ものである場合 １７，０００円

９４ 都市計画法

第４７条第５項

の規定に基づ

く開発登録簿

の写しの交付

開発登

録簿の

写しの

交付手

数料

用紙１枚につき４８０円 ９４ 都市計画法

第４７条第５項

の規定に基づ

く開発登録簿

の写しの交付

開発登

録簿の

写しの

交付手

数料

用紙１枚につき４７０円

９５～１０２ 省略 ９５～１０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第２条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章・第２章 省略

第３章 申告、申請及び検査（第６５条―第８３条）

第４章 補則（第８４条・第８５条）

第５章 省略

附則

第８２条及び第８３条 削除

第４章 補則

（手数料）

第８４条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める金額の手

数料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体の機関の請求に対

して行う事務その他知事が手数料を徴収することを不適当と認め

る事務については、手数料を徴収しない。

� 法第２０条の１０の規定による証明書その他の県税に関する証明

書の交付 ４００円

� 法第７００条の１５第２項に規定する免税軽油使用者証の交付又

は再交付 ４００円

２ 前項に規定する手数料は、申請の際に申請者から徴収する。た

だし、特別の事情により必要があるときは、申請後において納付

させることができる。

３ 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、第１項

に規定する手数料を減免することができる。

目次

第１章・第２章 省略

第３章 申告、申請及び検査（第６５条―第８４条）

第４章 補則（第８５条 ）

第５章 省略

附則

第８２条から第８４条まで 削除

第４章 補則

（愛媛県立衛生環境研究所使用料条例の一部改正）

第３条 愛媛県立衛生環境研究所使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ６４，３９０円

� その他試験、検査料 １件につき ３２，３８０円

� 文書料 １枚につき ５００円

２ 省略

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ２７，５２０円

� その他試験、検査料 １件につき ２９，５６０円

� 文書料 １枚につき ４００円

２ 省略

（愛媛県ふぐ取扱者条例の一部改正）

第４条 愛媛県ふぐ取扱者条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第１４条 取扱者の試験、免許又は免許証の再交付を受けようとする

者は、次の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額の手数料を

納付しなければならない。

� 試験手数料 ８，８００円

� 免許手数料 ５，０００円

� 免許証再交付手数料 ２，６００円

（手数料）

第１４条 取扱者の試験、免許又は免許証の再交付を受けようとする

者は、次の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額の手数料を

納付しなければならない。

� 試験手数料 ４，３４０円

� 免許手数料 ２，３００円

� 免許証再交付手数料 １，２００円

（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部改正）

第５条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区分 種別 単位 金額 区分 種別 単位 金額

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

機械金属用機

器

電子用機器

化学用機器

食品加工用機

器

焼成がま及び

炉

窯業用機器

染織用機器

省略

製紙用機器

紙加工用機器

物理試験用機

１時間

１時間

１時間

１時間

又は１

回

１回

１時間

又は１

回

１時間

１時間

１時間

１時間

２，８３０円

１，４７０

１，８９０

２，６２０

７，６６０

１，８９０

１，０５０

１２，１８０

７，７７０

１，６８０

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

機械金属用機

器

電子用機器

化学用機器

食品加工用機

器

焼成がま及び

炉

窯業用機器

染織用機器

省略

製紙用機器

紙加工用機器

物理試験用機

１時間

１時間

１時間

１時間

又は１

回

１回

１時間

又は１

回

１時間

１時間

１時間

１時間

１，６３０円

１，１２０

１，５２０

２，３４０

６，９３０

１，６８０

７３０

５，５００

２，５４０

１，４７０
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建設関係

器

化学試験用機

器

研修用機器

土木用機器

１時間

１時間

１時間

１，５７０

４２０

６３０ 建設関係

器

化学試験用機

器

研修用機器

土木用機器

１時間

１時間

１時間

１，２６０

２１０

４２０

手数料 手数料

区分 種別 単位 金額 区分 種別 単位 金額

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

共通

試験

図案調製等

試験

試験

はい土、ゆう

薬顔料等調整

及び加工

図案調製

試験

染織整理等試

作加工

図案調製

試験

分析

謄本

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１成分

１部又

は１枚

１８，３７０円

３０，２４０

１３，６５０

２７，８２０

２５，５１０

３０，４５０

３，２５０

３２，２３０

２８，６６０

１０，６００

１８，６９０

５００

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

共通

試験

図案調製等

試験

試験

はい土、ゆう

薬顔料等調整

及び加工

図案調製

試験

染織整理等試

作加工

図案調製

試験

分析

謄本

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１件

１成分

１部又

は１枚

１３，２５０円

１７，０２０

４，１７０

２２，４２０

１６，７１０

１４，５７０

１，３２０

１１，６２０

１１，５１０

３，５６０

１３，１５０

４００

（証明事務等に係る手数料条例の一部改正）

第６条 証明事務等に係る手数料条例（昭和３１年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の額）

第２条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき５００円とする。

（手数料の額）

第２条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき４００円とする。

（愛媛県家畜種付手数料条例の一部改正）

第７条 愛媛県家畜種付手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

畜種 精 液 料 注 入 料 自然種
付料

畜種 精 液 料 注 入 料 自然種
付料

乳牛

和牛

省略

めん

羊

山羊

和牛１㏄につき ４００円

１㏄につき ３００円

１回につき ２００円

１回につき ２００円

１回につき １，４８０円

１回につき １，４８０円

１回につき ２２０円

１回につき ２２０円

４００円

４００円

乳牛

和牛

省略

めん

羊

山羊

和牛１㏄につき ４００円

１㏄につき ３００円

１回につき ２００円

１回につき ２００円

１回につき １，４２０円

１回につき １，４２０円

１回につき ２００円

１回につき ２００円

４００円

４００円

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１

４３



（愛媛県農林水産研究所使用料条例の一部改正）

第８条 愛媛県農林水産研究所使用料条例（昭和３８年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

区分 種別 単位 金額 区分 種別 単位 金額

省略

林業関係 木材の材質試験

木材の強度試験

水の化学分析

土壌物理性測定

土質試験

土壌養分分析

造林用苗木の品種分析

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

６，６００円

９，１００円

１８，１００円

１７，８００円

１１，６００円

１２，０００円

３，１００円

省略

林業関係 木材の材質試験

木材の強度試験

水の化学分析

土壌物理性測定

土質試験

土壌養分分析

造林用苗木の品種分析

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

５，８１０円

７，９５０円

１２，３３０円

１１，０００円

６，５２０円

６，８３０円

３，０６０円

２ 施設の使用料 ２ 施設の使用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

林業研究センター研修室 １日につき ９，１００円 林業研究センター研修室 １日につき ６，３１０円

（愛媛県屋外広告物条例の一部改正）

第９条 愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第４７条 次の各号に掲げる事務につき、手数料を、当該各号に定め

る金額によつて徴収する。ただし、政治資金規正法（昭和２３年法

律第１９４号）第６条第１項（同条第５項において準用する場合及

び同法第６条の３の規定によりその例によることとされる場合を

含む。）の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示し、又

は設置するはり紙、はり札等（法第７条第４項に規定するはり札

等をいう。以下同じ。）、広告旗（同項に規定する広告旗をい

う。以下同じ。）又は立看板等（同項に規定する立看板等をい

う。以下同じ。）に係る第１号に掲げる許可を受けようとすると

きは、手数料を徴収しない。

�・� 省略

� 第３８条第１項の規定による講習会 ３，０００円

２・３ 省略

（手数料）

第４７条 次の各号に掲げる事務につき、手数料を、当該各号に定め

る金額によつて徴収する。ただし、政治資金規正法（昭和２３年法

律第１９４号）第６条第１項（同条第５項において準用する場合及

び同法第６条の３の規定によりその例によることとされる場合を

含む。）の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示し、又

は設置するはり紙、はり札等（法第７条第４項に規定するはり札

等をいう。以下同じ。）、広告旗（同項に規定する広告旗をい

う。以下同じ。）又は立看板等（同項に規定する立看板等をい

う。以下同じ。）に係る第１号に掲げる許可を受けようとすると

きは、手数料を徴収しない。

�・� 省略

� 第３８条第１項の規定による講習会 ２，５００円

２・３ 省略

（公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例の一部改正）

第１０条 公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例（昭和４５年愛媛県条例第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の額）

第４条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき、次の表のとおりとする。ただし、法第３６条第１

項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第２項の規定により

当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通

知を受けた日から２週間以内に当該調停の申請人又は参加人から

（手数料の額）

第４条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき、次の表のとおりとする。
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された仲裁の申請については、同表により算出した額から当該調

停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手

数料の額を控除した額とする。

公害紛争

処理の手

続の種類

調停又は仲裁を求

める事項の価額

金 額 公害紛争

処理の手

続の種類

調停又は仲裁を求

める事項の価額

金 額

調停 １ １００万円以下の

場合

２ １００万円を超え

１，０００万円以下の

場合

３ １，０００万円を超

え１億円以下の

場合

４ １億円を超え

る 場合

１，０００円

１，０００円に１００万円を超える

部分が１万円に達するごと

に７円を加えた金額

７，３００円に１，０００万円を超え

る部分が１万円に達するご

とに６円を加えた金額

６万１，３００円に１億円を超え

る部分が１万円に達するご

とに５円を加えた金額

調停 １ ５０万円 以下の

場合

２ ５０万円をこえ

５００万円以下 の

場合

３ ５００万円をこえ

５千万円以下の

場合

４ ５千万円をこ

える場合

５００円

５００円に５０万円をこえる

部分が１万円に達するごと

に７円を加えた金額

３，６５０円に５００万円をこえる

部分が１万円に達するご

とに６円を加えた金額

３０，６５０円に５千万円をこえ

る部分が１万円に達するご

とに５円を加えた金額

仲裁 １ １００万円以下の

場合

２ １００万円を超え

１，０００万円以下の

場合

３ １，０００万円を超

え１億円以下の

場合

４ １億円を超え

る 場合

２，０００円

２，０００円に１００万円を超える

部分が１万円に達するごと

に２０円を加えた金額

２万円に１，０００万円を超える

部分が１万円に達するごと

に１５円を加えた金額

１５万５，０００円に１億円を超え

る 部分が１万円に達する

ごとに１０円を加えた金額

仲裁 １ ５０万円 以下の

場合

２ ５０万円をこえ

５００万円以下 の

場合

３ ５００万円をこえ

５千万円以下の

場合

４ ５千万円をこ

える場合

１，０００円

１，０００円に５０万円をこえる

部分が１万円に達するごと

に２０円を加えた金額

１万円に５００万円をこえる

部分が１万円に達するごと

に１５円を加えた金額

７万７，５００円に５千万円をこ

える部分が１万円に達する

ごとに１０円を加えた金額

２ 省略

３ 公害紛争処理法施行令（昭和４５年政令第２５３号）第６条の規定

により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額

につき納付すべき手数料の額と既に納付した手数料の額の差額に

相当する額を納付しなければならない。

２ 省略

３ 公害紛争処理法施行令（昭和４５年政令第２５３号）第８条の規定

により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額

につき納付すべき手数料の額と既に納付した手数料の額の差額に

相当する額を納付しなければならない。

（愛媛県心と体の健康センターにおける使用料及び手数料徴収条例の一部改正）

第１１条 愛媛県心と体の健康センターにおける使用料及び手数料徴収条例（昭和４７年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 手数料の額は、１件７４０円の範囲内で知事が定める。

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 手数料の額は、１件５００円の範囲内で知事が定める。

（興行場の構造設備の基準等に関する条例の一部改正）

第１２条 興行場の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第２１条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

（手数料）

第２１条 省略

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。
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� 常設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき １４，２００

円

� 仮設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき ６，２００

円

３ 省略

� 常設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき １３，０４０

円

� 仮設興行場に係る営業許可申請手数料 １件につき ２，４２０

円

３ 省略

（食品衛生法施行条例の一部改正）

第１３条 食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第６条関係） 別表第５（第６条関係）

省略 省略

備考 法第５２条第１項の規定に基づき営業の許可を受けてい

る者が当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同

一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の

２の項から３５の項までに掲げる手数料の金額は、これら

の項の規定にかかわらず、これらの項に掲げる手数料の

金額の１００分の８０に相当する金額とする。

備考 法第５２条第１項の規定に基づき営業の許可を受けてい

る者が当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同

一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の

２の項から３５の項までに掲げる手数料の金額は、これら

の項の規定にかかわらず、これらの項に掲げる手数料の

金額の１００分の６０に相当する金額とする。

（愛媛県警察関係事務手数料条例の一部改正）

第１４条 愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２６の８ 省略 １～２６の８ 省略

２７ 道路交通法第

７７条第１項の規

定に基づく道路

使用の許可の申

請に対する審査

道路使

用許可

手数料

２，１００円 ２７ 道路交通法第

７７条第１項の規

定に基づく道路

使用の許可の申

請に対する審査

道路使

用許可

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

� 道路交通法第７７条第１項第

１号及び第２号に掲げる者

２，０００円

� 同項第３号及び第４号に掲

げる者 １，０００円

２８～４２ 省略 ２８～４２ 省略

４３ 自動車の保管

場所の確保等に

関する法律（昭

和３７年 法 律 第

１４５号）第４条

第１項の規定に

基づく自動車の

保管場所の確保

の証明の申請に

対する審査

保管場

所証明

手数料

２，１００円 ４３ 自動車の保管

場所の確保等に

関する法律（昭

和３７年 法 律 第

１４５号）第４条

第１項の規定に

基づく自動車の

保管場所の確保

の証明の申請に

対する審査

保管場

所証明

手数料

２，０００円

４４～６４ 省略 ４４～６４ 省略

備考 省略 備考 省略
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（愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正）

第１５条 愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２１条関係） 別表（第２１条関係）

１～８ 省略 １～８ 省略

９ 第１０条第１項の規定により治療

の措置を講じられた動物の返還

１頭、１匹又は１羽

につき ６，０００円

９ 第１０条第１項の規定により治療

の措置を講じられた動物の返還

１頭、１匹又は１羽

につき ３，８００円

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第１条中愛媛県手数料条例別表５の表７０の項、７７の項、７７の２の項、８７の項か

ら８９の項まで、９１の項、９３の項及び９４の項の改正規定は、同年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第４条の規定による改正後の愛媛県ふぐ取扱者条例第１４条の規定、第５条の規定による改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手

数料条例（以下「新産業技術研究所条例」という。）別表の規定及び第６条の規定による改正後の証明事務等に係る手数料条例第２条の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収した使用料

及び手数料については、なお従前の例による。

３ 第３条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所使用料条例第２条第１項の規定及び第８条の規定による改正後の愛媛県農林水産

研究所使用料条例別表の規定は、施行日以後の試験等若しくは分析等の依頼又は施設の使用の申請に係る使用料について適用し、施行日

前の試験等若しくは分析等の依頼又は施設の使用の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

４ 新産業技術研究所条例別表の規定は、県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者に係る使用料及び手数料の額については、附則

第２項の規定にかかわらず、平成２２年４月１日以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、同日前に徴収した使用料及び手数料に

ついては、なお従前の例による。この場合において、当該者に係る同日から平成２３年３月３１日までの間に徴収する使用料及び手数料の額

についての同表の規定の適用については、同表使用料の表紙産業関係の項金額の欄中「１２，１８０」とあるのは「１１，０００」と、「７，７７０」とあ

るのは「５，０８０」と、新産業技術研究所条例別表手数料の表食品産業関係の項金額の欄中「１３，６５０」とあるのは「８，３４０」と、同表窯業関

係の項同欄中「３０，４５０」とあるのは「２９，１４０」と、同表繊維産業関係の項同欄中「３，２５０」とあるのは「２，６４０」と、「３２，２３０」とあるの

は「２３，２４０」と、「２８，６６０」とあるのは「２３，０２０」と、同表紙産業関係の項同欄中「１０，６００」とあるのは「７，１２０」とする。

�愛媛県条例第１０号
愛媛県地域活性化・生活対策臨時基金条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地域活性化・生活対策臨時基金条例

（設置）

第１条 地域活性化及び生活対策の推進に資する施策の実施を図るために要する経費の財源に充てるため、地域活性化・生活対策臨時基金

（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
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附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。

�愛媛県条例第１１号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（自動車税の減免）

第４６条の２ 知事は、次の各号に掲げる自動車に対しては、納税義

務者の申請により自動車税を減免することができる。

� 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害

者」という。）が所有する自動車（営業用を除くものとし、身

体障害者で年齢１８歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にす

る者が所有する自動車を含む。）で、当該身体障害者若しくは

精神障害者（以下「身体障害者等」という。）、当該身体障害

者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身

体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。以下この

号において同じ。）のために当該身体障害者等を常時介護する

者が運転するもの（第８０条第３項において「身体障害者等自動

車」という。）のうち、必要と認めたもの（１台に限る。）

�・� 省略

２ 省略

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第４６条の２第１項第１号又は第５９条の７第３号若しくは第４号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限前

７日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた

場合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法によ

つて徴収されるものにあつては第５９条の５に規定する申告納付の

期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては

第７４条第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等

自動車に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日

まで）に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手

帳。以下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

（自動車税の減免）

第４６条の２ 知事は、次の各号に掲げる自動車に対しては、納税義

務者の申請により自動車税を減免することができる。

� 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害

者」という。）が所有する自動車（営業用を除くものとし、身

体障害者で年齢１８歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にす

る者が所有する自動車を含む。）で、当該身体障害者若しくは

精神障害者（以下「身体障害者等」という。）、当該身体障害

者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身

体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。以下この

号において同じ。）のために当該身体障害者等を常時介護する

者が運転するもの

のうち、必要と認めたもの（１台に限る。）

�・� 省略

２ 省略

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第４６条の２第１項第１号又は第５９条の７第３号若しくは第４号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限前

７日

までに、申告納付の方法によ

つて徴収されるものにあつては第５９条の５に規定する申告納付の

期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては

第７４条第１項の規定による申告をする際

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手

帳。以下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及
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び道路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体

障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等の

みで生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示

しなければならない。

�～� 省略

４ 省略

び道路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体

障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等の

みで生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示

しなければならない。

�～� 省略

４ 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１２号
住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下

「法」という。）第３０条の８第１項第２号及び第２項、第３０条の

９第３項並びに第３０条の１０第５項の規定に基づき、法の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

（本人確認情報を利用することができる事務）

第２条 法第３０条の８第１項第２号の条例で定める事務は、別表第

１のとおりとする。

（本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び事務）

第３条 法第３０条の８第２項の条例で定める知事以外の県の執行機

関（以下「知事以外の執行機関」という。）及び事務は、別表第

２のとおりとする。

（知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法）

第４条 知事が行う法第３０条の８第２項の規定による保存期間に係

る本人確認情報の知事以外の執行機関への提供は、規則で定める

ところにより、知事の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下同じ。）から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関

の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

別表第１（第２条関係）

１ 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養手

当で誤払い又は過渡しとなったものの返納の請求に関する事務

であって規則で定めるもの

２ 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による母子福

（趣旨）

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下

「法」という。） 第３０条の

９第３項及び 第３０条の１０第５項の規定に基づき、法の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

第２条 省略

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１

４９



��������������

祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の償還金の徴収に関する

事務であって規則で定めるもの

３ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則（平成７

年厚生省令第３３号）による同省令第４１条（同省令第４６条、第５０

条、第５４条、第６３条第１項及び第７０条第１項において準用する

場合を含む。）の届出に関する事務であって規則で定めるもの

４ 愛媛県恩給条例（昭和３２年愛媛県条例第２５号）による年金で

ある給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

５ 愛媛県奨学資金貸与条例（昭和３６年愛媛県条例第６号）によ

る奨学金の返還金の徴収に関する事務であって規則で定めるも

の

６ 愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例

第３７号）による県立病院の料金で未収のものの徴収に関する事

務であって規則で定めるもの

７ 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例（昭和４５年愛媛県条例第

１９号）による同条例第５条第１項の承認又は同条例第１９条第３

項（第２号に係る部分に限る。）若しくは第４項の届出に関す

る事務であって規則で定めるもの

別表第２（第３条関係）

知事以外の執行機関 事 務

監査委員 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に

よる同法第２４２条第１項の請求に関す

る事務であって規則で定めるもの

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１３号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（漁港漁

場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第２５条

第１項第１号及び第２項の規定により市が

管理する漁港の区域内に限る。）

�～� 省略

松山市、今

治市、新居

浜市及び四

国中央市

１ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（漁港漁

場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第２５条

第１項第１号及び第２項の規定により市が

管理する漁港の区域内に限る。）

�～� 省略

今

治市、新居

浜市及び四

国中央市

１の２～７の２ 省略 １の２～７の２ 省略

７の３ 国有財産法に基づく事務のうち、前

項に掲げるもの（漁港漁場整備法第２５条第

１項第１号及び第２項の規定により市町が

管理する漁港の区域内に所在する農林水産

松山市、今

治市、宇和

島市、八幡

浜市、新居

７の３ 国有財産法に基づく事務のうち、前

項に掲げるもの（漁港漁場整備法第２５条第

１項第１号及び第２項の規定により市町が

管理する漁港の区域内に所在する農林水産

松山市

、八幡

浜市
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大臣の所管に属する国有財産に係るものに

限る。）

浜市、西条

市 、 大 洲

市 、 伊 予

市、四国中

央市、西予

市 、 上 島

町、伊方町

及び愛南町

大臣の所管に属する国有財産に係るものに

限る。）

、西条

市

、 伊 予

市

、西予

市 及 び 伊

方町

７の４ 国有財産法に基づく事務のうち、７

の２の項に掲げるもの（港湾法（昭和２５年

法律第２１８号）第３７条の２第１項の規定によ

り市町が指定した港湾隣接地域内に所在す

る国土交通大臣の所管に属する国有財産に

係るものに限る。）

松山市、今

治市、宇和

島市、八幡

浜市、西予

市、上島町

及び伊方町

７の４ 国有財産法に基づく事務のうち、７

の２の項に掲げるもの（港湾法（昭和２５年

法律第２１８号）第３７条の２第１項の規定によ

り市町が指定した港湾隣接地域内に所在す

る国土交通大臣の所管に属する国有財産に

係るものに限る。）

松山市

、八幡

浜市、西予

市

及び伊方町

８ 温泉法（昭和２３年法律第１２５号。以下この

項において「法」という。）及び法の施行

のための規則に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

� 省略

�の２ 法第５条第２項（法第１１条第２項又

は第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく有効期間の更新の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�の３ 法第６条第１項（法第１１条第２項又

は第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく土地の掘削等の許

可を受けた法人の合併又は分割の承認の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�の４ 法第７条第１項（法第１１条第２項又

は第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく土地の掘削等の許

可を受けた者の相続の承認の申請の受理

及び当該申請に係る申請書の知事への送

付に関する事務

�の５ 法第７条の２第１項（法第１１条第２

項において準用する場合を含む。）の規

定に基づく掘削等のための施設等の変更

の許可の申請の受理及び当該申請に係る

申請書の知事への送付に関する事務

�の６ 法第８条第１項（法第１１条第２項又

は第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく工事の完了又は廃

止の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

� 省略

�の２ 法第１４条の２第１項の規定に基づく

温泉の採取の許可の申請の受理及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関す

る事務

�の３ 法第１４条の３第１項の規定に基づく

保健所を設

置する市

８ 温泉法（昭和２３年法律第１２５号。以下この

項において「法」という。）及び法の施行

のための規則に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

� 省略

�の２ 法第５条第２項（法第１１条第２項

において準用する場合を含

む。）の規定に基づく有効期間の更新の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�の３ 法第６条第１項（法第１１条第２項

において準用する場合を含

む。）の規定に基づく

法人の合併又は分割の承認の

申請の受理及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務

�の４ 法第７条第１項（法第１１条第２項

において準用する場合を含

む。）の規定に基づく

相続の承認の申請の受理

及び当該申請に係る申請書の知事への送

付に関する事務

�の５ 法第８条第１項（法第１１条第２項

において準用する場合を含

む。）の規定に基づく工事の完了又は廃

止の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

� 省略

保健所を設

置する市
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温泉の採取の許可を受けた法人の合併又

は分割の承認の申請の受理及び当該申請

に係る申請書の知事への送付に関する事

務

�の４ 法第１４条の４第１項の規定に基づく

温泉の採取の許可を受けた者の相続の承

認の申請の受理及び当該申請に係る申請

書の知事への送付に関する事務

�の５ 法第１４条の５第１項の規定に基づく

可燃性天然ガスの濃度の確認の申請の受

理及び当該申請に係る申請書の知事への

送付に関する事務

�の６ 法第１４条の６第２項の規定に基づく

地位の承継の届出の受付及び当該届出に

係る届出書の知事への送付に関する事務

�の７ 法第１４条の７第１項の規定に基づく

温泉の採取のための施設等の変更の許可

の申請の受理及び当該申請に係る申請書

の知事への送付に関する事務

�の８ 法第１４条の８第１項の規定に基づく

温泉の採取の事業の廃止の届出の受付及

び当該届出に係る届出書の知事への送付

に関する事務

�～� 省略 �～� 省略

９～１４の２ 省略 ９～１４の２ 省略

１４の３ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

にわたるものに関するものを除く。）

�～� 省略

今治市、宇

和島市、大

洲市、西予

市、松前町

及び愛南町

１４の３ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

にわたるものに関するものを除く。）

�～� 省略

今治市

、大

洲市、西予

市及び松前

町

１５～２６の３ 省略 １５～２６の３ 省略

２６の４ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

宇和島市、

大洲市、四

国中央市、

西予市、久

万高原町、

松前町、砥

部町、内子

町、伊方町

及び愛南町

２６の４ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

大洲市、四

国中央市、

西予市、久

万高原町及

び伊方町

２７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、個人施行者又は土地区画

整理組合が施行する土地区画整理事業に関

する次に掲げるもの（施行地区若しくは施

行区域が２以上の市町の区域にわたるもの

又は第１号から第９号まで及び第１１号から

第１５号までの事務については施行面積が１０

ヘクタール以上のものに関するものを除

く。）

�～� 省略

今治市、新

居浜市、大

洲市、東温

市及び久万

高原町

２７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、個人施行者又は土地区画

整理組合が施行する土地区画整理事業に関

する次に掲げるもの（施行地区若しくは施

行区域が２以上の市町の区域にわたるもの

又は第１号から第９号まで及び第１１号から

第１５号までの事務については施行面積が１０

ヘクタール以上のものに関するものを除

く。）

�～� 省略

今治市、新

居浜市、大

洲市及び東

温市
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２８～２９ 省略 ２８～２９ 省略

３０ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

にわたるものに関するものを除く。）

�～� 省略

各市町 ３０ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

にわたるものに関するものを除く。）

�～� 省略

各市

３１ 省略 ３１ 省略

３２ 削除 ３２ 租税特別措置法（以下この項において

「法」という。）及び法の施行のための規

則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

（２以上の市町の区域にわたるものに関す

るものを除く。）

� 法第２８条の４第３項第５号イの規定に基

づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄

与するものであることについての認定

（適合証明を含む。）の申請の受付及び

当該申請に係る申請書の知事への送付に

関する事務

� 法第３１条の２第２項第１５号ハの規定に基

づく一団の宅地の造成が住宅建設の用に

供される優良な宅地の供給に寄与するも

のであることについての認定（適合証明

を含む。）の申請の受付及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

� 法第６２条の３第４項第１５号ハの規定に基

づく一団の宅地の造成が住宅建設の用に

供される優良な宅地の供給に寄与するも

のであることについての認定（適合証明

を含む。）の申請の受付及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

� 法第６３条第３項第５号イの規定に基づく

宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与す

るものであることについての認定（適合

証明を含む。）の申請の受付及び当該申

請に係る申請書の知事への送付に関する

事務

� 前各号に掲げるもののほか、法の施行の

ための規則に基づく事務であって規則で

定めるもの

各町

３３～３７ 省略 ３３～３７ 省略

３７の２ 工場立地法（昭和３４年法律第２４号。

以下この項において「法」という。）及び

工場立地の調査等に関する法律の一部を改

正する法律（昭和４８年法律第１０８号）に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

松山市、四

国中央市及

び内子町

３７の２ 工場立地法（昭和３４年法律第２４号。

以下この項において「法」という。）及び

工場立地の調査等に関する法律の一部を改

正する法律（昭和４８年法律第１０８号）に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

四

国中央市

３８ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�・� 省略

今治市、新

居浜市及び

西条市

３８ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�・� 省略

今治市及び

新居浜市
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３９ 商工会法（昭和３５年法律第８９号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

宇和島市、

大洲市、四

国中央市、

西予市、久

万高原町、

松前町、砥

部町、内子

町、伊方町

及び愛南町

３９ 商工会法（昭和３５年法律第８９号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

大洲市、四

国中央市、

西予市、久

万高原町及

び伊方町

４０・４０の２ 省略 ４０・４０の２ 省略

４０の３ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第

１９１号。以下この項において「法」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇

和島市、新

居浜市、西

条市、大洲

市、四国中

央市及び西

予市

４０の３ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第

１９１号。以下この項において「法」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇

和島市、新

居浜市及び

大洲市

４１～４９の２ 省略 ４１～４９の２ 省略

５０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

この項において「法」という。）及び法の

施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇

和島市、新

居浜市、西

条市、大洲

市、四国中

央市及び西

予市

５０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

この項において「法」という。）及び法の

施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇

和島市、新

居浜市、西

条市及び大

洲市

５０の２ 省略 ５０の２ 省略

５１ 都市計画法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

各市町（中

核市、今治

市、宇和島

市、新居浜

市 、 西 条

市 、 大 洲

市、四国中

央市及び西

予 市 を 除

く。）

５１ 都市計画法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

各市町（中

核市、今治

市、宇和島

市、新居浜

市 、 西 条

市 及 び 大

洲市

を除

く。）

５２ 省略 ５２ 省略

５２の２ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市、新

居浜市、久

万高原町及

び砥部町

５２の２ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市及び

新居浜市

５３～５５の２ 省略 ５３～５５の２ 省略

５５の３ 公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和４７年法律第６６号。以下この項にお

いて「法」という。）に基づく事務のうち、

次に掲げるもの

�～� 省略

松前町、内

子町及び愛

南町

５５の３ 公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和４７年法律第６６号。以下この項にお

いて「法」という。）に基づく事務のうち、

次に掲げるもの

�～� 省略

松前町及び

内子町

５６ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第

３１号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（特定製品の販売の事業を行う者に関す

各市町 ５６ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第

３１号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の

各市町
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るものに限る。）

� 消費生活用製品安全法施行令（昭和４９年

政令第４８号。以下この項において「政

令」という。）第１４条第１項の規定に基

づく法第４０条第１項に規定する報告の徴

収に関する事務

� 政令第１４条第１項の規定に基づく法第４１

条第１項に規定する立入検査に関する事

務

� 政令第１４条第１項の規定に基づく法第４２

条第１項に規定する特定製品の提出命令

に関する事務

� 政令第１４条第２項の規定に基づく報告に

関する事務

� 消費生活用製品安全法施行令（昭和４９年

政令第４８号。以下この項において「政

令」という。）第１３条第１項の規定に基

づく法第４０条第１項に規定する報告の徴

収に関する事務

� 政令第１３条第１項の規定に基づく法第４１

条第１項に規定する立入検査に関する事

務

� 政令第１３条第１項の規定に基づく法第４２

条第１項に規定する特定製品の提出命令

に関する事務

� 政令第１３条第２項の規定に基づく報告に

関する事務

５６の２ 省略 ５６の２ 省略

５６の３ 中小小売商業振興法（昭和４８年法律

第１０１号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の

�～� 省略

宇和島市、

大洲市、西

予市、久万

高原町、松

前町、砥部

町 、 内 子

町、伊方町

及び愛南町

５６の３ 中小小売商業振興法（昭和４８年法律

第１０１号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の

�～� 省略

大洲市

、久万

高原町、松

前町及び伊

方町

５６の４ 省略 ５６の４ 省略

５６の５ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第２３条第１項の規定に基づく土地の利

用目的等の届出の受理に関する事務

� 法第２４条第１項の規定に基づく土地の利

用目的の変更の勧告に関する事務

� 法第２４条第３項の規定に基づく勧告の期

間の延長及び通知に関する事務

� 法第２５条（法第３１条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づく報告の

徴収に関する事務

� 法第２６条の規定に基づく勧告に従わなか

った旨等の公表に関する事務

� 法第２７条の規定に基づくあっせん等に関

する事務

� 法第２７条の２の規定に基づく土地の利用

目的に係る助言に関する事務

� 法第２８条第１項の規定に基づく遊休土地

である旨の通知に関する事務

	 法第２９条第１項の規定に基づく遊休土地

の利用等に関する計画の届出の受理に関す

る事務


 法第３０条の規定に基づく遊休土地の利用

に係る助言に関する事務

� 法第３１条第１項の規定に基づく遊休土地

の利用等に関する計画の変更等の勧告に関

する事務

愛南町
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� 法第３２条第１項の規定に基づく買取りの

協議を行う者の決定及び通知に関する事務

� 法第３５条の規定に基づく土地利用に関す

る計画の決定等に関する事務

� 法第４１条第１項の規定に基づく立入検査

等（法第２３条第１項及び第２９条第１項の規

定による届出に係るものに限る。）に関す

る事務

５６の６ 省略 ５６の５ 省略

５６の７ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以

下この項において「法」という。）に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇

和島市、八

幡浜市、大

洲市、西予

市 、 上 島

町 、 内 子

町 、 伊 方

町、鬼北町

及び愛南町

５６の６ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以

下この項において「法」という。）に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

宇

和島市、八

幡浜市

、 上 島

町

及び愛南町

５７・５８ 省略 ５７・５８ 省略

５９ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成６年法律第１１７号。以下この項にお

いて「法」という。）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（第２号、第８号から

第１４号まで、第１６号、第１８号、第３０号から

第３７号まで、第４２号から第５５号まで及び第

５７号から第６１号までの事務については、国

内に居住地及び現在地を有しない被爆者に

係るものを除く。）

� 省略

� 法第２条第３項の被爆者健康手帳の交付

に関する事務

�～� 省略

保健所を設

置する市

５９ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成６年法律第１１７号。以下この項にお

いて「法」という。）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（ 第８号から

第１４号まで、第１６号、第１８号、第３０号から

第３７号まで、第４２号から第５５号まで及び第

５７号から第６１号までの事務については、国

内に居住地及び現在地を有しない被爆者に

係るものを除く。）

� 省略

� 法第２条第２項の被爆者健康手帳の交付

に関する事務

�～� 省略

保健所を設

置する市

５９の２ 省略 ５９の２ 省略

５９の３ 介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�～	 省略


 法第９９条第１項の規定に基づく介護老人

保健施設の変更又は再開の届出の受付及

び当該届出に係る届出書の知事への送付

に関する事務


の２ 法第９９条第２項の規定に基づく介護

老人保健施設の廃止又は休止の届出の受

付及び当該届出に係る届出書の知事への

送付に関する事務

�～� 省略

及び� 削除

保健所を設

置する市

５９の３ 介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�～	 省略


 法第９９条 の規定に基づく介護老人

保健施設の変更 の届出の受付及

び当該届出に係る届出書の知事への送付

に関する事務

�～� 省略

 法第１０５条において準用する医療法第８

条の２第２項の規定に基づく介護老人保

健施設の休止又は再開の届出の受付及び

当該届出に係る届出書の知事への送付に

関する事務

保健所を設

置する市
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� 省略

� 法第１０５条において準用する医療法第９

条第１項の規定に基づく介護老人保健施

設の廃止の届出の受付及び当該届出に係

る届出書の知事への送付に関する事務

� 省略

５９の４～６２ 省略 ５９の４～６２ 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、別表８の項の改正規定（同項事務の欄第１号の２から第１号の５までの改正規定

に限る。）及び同表５９の項の改正規定は公布の日から、同表５９の３の項の改正規定は同年５月１日から施行する。

�愛媛県条例第１４号
愛媛県消費者行政活性化基金条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県消費者行政活性化基金条例

（設置）

第１条 消費生活相談の複雑化及び高度化が進む中、消費生活相談窓口の機能強化その他消費者行政の活性化を図るために要する経費の財

源に充てるため、消費者行政活性化基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（経理）

第３条 地方消費者行政活性化交付金により造成した部分に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

（管理）

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第５条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第６条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第７条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に係る精算

については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日までに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した日）までの間は、

なおその効力を有する。

�愛媛県条例第１５号
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（市町が処理する事務） （市町が処理する事務）

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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第２１条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に

掲げる事務（２以上の市町の区域内に事務所を設置する特定非営

利活動法人に係るものを除く。）は、今治市、宇和島市、八幡浜

市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、

上島町、久万高原町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町

及び愛南町が処理することとする。

�～� 省略

第２１条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に

掲げる事務（２以上の市町の区域内に事務所を設置する特定非営

利活動法人に係るものを除く。）は、今治市、宇和島市

、新居浜市、西条市 、伊予市、四国中央市 、

上島町、久万高原町、砥部町、内子町 、松野町、鬼北町

及び愛南町が処理することとする。

�～� 省略

附 則

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に知事に対してなされた申請、

届出その他の行為で、同日以後において当該市町の長又はその委任を受けた者（以下「市長等」という。）が管理し及び執行することと

なる事務に係るものは、同日以後においては、当該市長等のした処分その他の行為又は当該市長等に対してなされた申請、届出その他の

行為とみなす。

�愛媛県条例第１６号
愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例の一部を改正する条例

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例（平成１８年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県医師確保奨学基金条例

（設置）

第１条 将来医師として県内で医療 に従事しようとする者に

対し奨学金を貸与することにより、県内の 医療機関等に

おける医師の確保を図るため、医師確保奨学基金 （以

下「基金」という。）を設置する。

（奨学金の貸与）

第３条 基金は、次に掲げる者に対し、奨学金を貸与するものとす

る。

� 将来県内のへき地の医療機関等（知事が指定するものに限

る。）において医師としての業務に従事しようとする学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（同法第９７条

に規定する大学院を除く。）の医学を履修する課程に在学する

者（以下「医学生」という。）及び医師法（昭和２３年法律第

２０１号）第１６条の２第１項の規定による臨床研修（以下「初期

臨床研修」という。）を受けている者であって規則で定めるも

の

� 将来県内の医療機関等（知事が指定するものに限る。）にお

いて医師としての業務に従事しようとする医学生、初期臨床研

修を受けている者及び初期臨床研修の修了後に行う専門的な臨

床研修等を受けている者であって規則で定めるもの

（返還の債務の当然免除）

第５条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、奨学金の返還の債務の全部を免

除するものとする。

� 第３条各号に掲げる者が当該各号に規定する医療機関等の医

師としての業務（以下「業務」という。）に従事した期間の年

数（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを切り

愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例

（設置）

第１条 将来医師として県内でへき地医療に従事しようとする者に

対し奨学金を貸与することにより、県内のへき地の医療機関等に

おける医師の確保を図るため、へき地医療医師確保奨学基金（以

下「基金」という。）を設置する。

（奨学金の貸与）

第３条 基金は、将来県内のへき地の医療機関等（知事が指定する

ものに限る。以下「指定医療機関等」という。）において医師と

しての業務に従事しようとする学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する大学（同法第９７条に規定する大学院を除

く。）の医学を履修する課程に在学する者及び医師法（昭和２３年

法律第２０１号）第１６条の２第１項の規定による臨床研修を受けて

いる者であって規則で定めるものに対し、へき地医療医師確保奨

学金（以下「奨学金」という。）を貸与するものとする。

（返還の債務の当然免除）

第５条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、奨学金の返還の債務の全部を免

除するものとする。

� 指定医療機関等 の医

師としての業務（以下「業務」という。）に従事した期間の年

数（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを切り

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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捨てるものとする。）が、奨学金の貸与を受けた期間の年数

（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを１年と

する。）に達したとき。

� 省略

捨てるものとする。）が奨学金 の貸与を受けた期間の年数

（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを１年と

する。）に達したとき。

� 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１７号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 目 的 位置 名 称 目 的 位置

省略 省略

愛 媛 県 レ ン

ト ゲ ン 自 動

車

県民の結核健康診断業務を円滑に実施

する。
―

省略 省略

附 則

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 愛媛県レントゲン自動車使用料条例（昭和２６年愛媛県条例第２３号）は、廃止する。

�愛媛県条例第１８号
愛媛県妊婦健康診査臨時特例基金条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県妊婦健康診査臨時特例基金条例

（設置）

第１条 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条の規定に基づき市町が実施する妊婦健康診査事業の円滑な推進を図るために要する経

費の財源に充てるため、妊婦健康診査臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。

�愛媛県条例第１９号
愛媛県安心こども基金条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県安心こども基金条例

（設置）

第１条 保育所の整備その他子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るために要する経費の財源に充てるため、安心こども基

金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。

�愛媛県条例第２０号
愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例（平成１９年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく制度

の円滑な運用並びに福祉及び介護に係る人材の確保を図るために

臨時又は緊急に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、障

害者自立支援対策臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置

する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

（設置）

第１条 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく制度

の円滑な運用 を図るために

臨時又は緊急に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、障

害者自立支援対策臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置

する。

附 則

２ この条例は、平成２１年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成１９年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき５，０４０円の範囲内で規則で定める額とする。

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき４，７２０円の範囲内で規則で定める額とする。

附 則

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例第２条第３項の規定は、この条例の施行の日以後の文書等の交付の申請に

係る手数料について適用し、同日前の文書等の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２２号
愛媛県企業立地資金貸付基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県企業立地資金貸付基金条例の一部を改正する条例

愛媛県企業立地資金貸付基金条例（昭和５９年愛媛県条例第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（貸付条件）

第４条 基金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

� 省略

� 貸付期間 １５年以内（２年以内の据置期間を含む。）

２ 省略

（貸付条件）

第４条 基金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

� 省略

� 貸付期間 １０年以内（２年以内の据置期間を含む。）

２ 省略

附 則

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県企業立地資金貸付基金条例第４条第１項第２号の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける基金の貸付条件につい

て適用し、同日前に貸し付けた基金の貸付条件については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２３号
愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１

６１
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改 正 後 改 正 前

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条

の１１関係）

有料公園施設の利用料金

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条

の１１関係）

有料公園施設の利用料金

都市公園名 種 類 単 位 金 額 都市公園名 種 類 単 位 金 額

省略 省略

第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略 第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略

多目的広場 １日につき ７，３３０円

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

テニスコート １面１日につき ２，２５０円

多目的広場 １日につき ３，６４０円

省略 省略

省略 省略

注 省略

別表３（第１５条の４関係）

管理公園の開園時間及び休園日

注 省略

別表３（第１５条の４関係）

管理公園の開園時間及び休園日

都市公園名 種 類 開園時間 休園日 都市公園名 種 類 開園時間 休園日

省略 省略

第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 省略 第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場

多目的広場

省略

省略 省略

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

テニスコート

多目的広場

午 前 ９ 時

か ら 午 後

１０時まで

１２月２９日から翌

年１月３日まで

省略 省略

省略 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例

愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者による管理）

第２５条の２ 県営住宅及び共同施設の管理は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき知事が指定す

る法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）に行わせる

ことができる。

２ 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

� 入居者の募集に関すること。

� 県営住宅の入居及び明渡しの手続に関すること。

（管理の委託）

第２５条の２ 知事は、県営住宅及び共同施設の管理に関する事務の

うち、次に掲げるものを公共団体又は公共的団体に委託すること

ができる。

� 県営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する事務

� 県営住宅及び共同施設の管理に必要な調査及び資料の作成に

関する事務

� 前２号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事務

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１

６２
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� 家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。

� 県営住宅及び共同施設の維持管理に関すること。

� その他知事が定める業務

（指定管理者の指定）

第２５条の３ 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体

は、申請書に管理計画書その他知事が定める書類を添えて、知事

が定める期日までに知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の申請の手続について、あらかじめ、公表しなけ

ればならない。

３ 知事は、第１項の規定による申請があつたときは、県営住宅及

び共同施設の管理を適正かつ確実に行うことができると認められ

る法人その他の団体であつて、当該県営住宅及び共同施設の設置

の目的を最も効果的かつ効率的に達成することができると認めら

れるものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定す

るものとする。

（指定の公示等）

第２５条の４ 知事は、指定管理者の指定をしたとき、又はその指定

を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

じたときは、当該指定管理者の名称、住所その他の知事が定める

事項を公示しなければならない。

２ 指定管理者は、その名称、住所その他の知事が定める事項を変

更しようとするときは、変更しようとする日の２週間前までに、

その旨を知事に届け出なければならない。

３ 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示

しなければならない。

（指定管理者が行う管理の基準）

第２５条の５ 指定管理者は、次に掲げる基準により、県営住宅及び

共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

� 法その他関係法令（条例を含む。）の規定を遵守し、適正な

管理を行うこと。

� 入居者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

� 県営住宅及び共同施設の維持管理を適切に行うこと。

（指定管理者の原状回復義務等）

第２５条の６ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は

指定を取り消されたときは、その管理をしなくなつた県営住宅及

び共同施設を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、知

事の承認を得たときは、この限りでない。

２ 知事は、指定管理者が故意又は過失により県営住宅又は共同施

設を損傷し、又は滅失した場合は、原状回復又は損害賠償を命ず

ることができる。

第２５条の７ 省略

第２５条の８ 省略

第２５条の３ 省略

第２５条の４ 省略

附 則

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第２５条の２の次に４条を加える改正規定（第２５条の３及び第２５条の４に係る部分

に限る。）は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２５号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ４，０３１人

� 市町立学校の職員 ８，９４１人

計 １２，９７２人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ４，１２３人

� 市町立学校の職員 ９，０６７人

計 １３，１９０人

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２６号
教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（義務教育等教員特別手当）

第１７条の６ 省略

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、１５，９００円を超えない範囲内

で、職務の級及び号給（再任用教育職員にあつては、職務の級）

の別に応じて、人事委員会規則で定める。

３・４ 省略

（義務教育等教員特別手当）

第１７条の６ 省略

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、２０，２００円を超えない範囲内

で、職務の級及び号給（再任用教育職員にあつては、職務の級）

の別に応じて、人事委員会規則で定める。

３・４ 省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２７号
愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例

愛媛県県立学校設置条例（昭和３９年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表３（第４条関係） 別表３（第４条関係）

学 校 名 位 置 学 校 名 位 置

省略

省略

みなら特別支援学校

今治特別支援学校

宇和特別支援学校

省略

省略

省略

省略
ろう

宇和聾学校

省略

第三養護学校

今治養護学校

宇和養護学校

西予市

省略

省略

省略

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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�愛媛県条例第２８号
愛媛県美術館使用料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県美術館使用料条例の一部を改正する条例

愛媛県美術館使用料条例（平成１０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料の不還付）

第５条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

� 省略

� 別表施設使用料の項に掲げる施設を使用する者又は美術館が

収集し、保管し、若しくは展示する美術品及び美術に関する資

料の閲覧、撮影、複写、模写、模造等若しくはこれらにより得

たものの展示若しくは刊行物への掲載（以下「特別利用」とい

う。）をする者が教育委員会が定める日までに使用又は特別利

用の取消しを申し出て、教育委員会がやむを得ないと認めたと

き。

別表（第２条、第５条関係）

（使用料の不還付）

第５条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

� 省略

� 別表施設使用料の項に掲げる施設を使用する者

が教育委員会が定める日までに使用

の取消しを申し出て、教育委員会がやむを得ないと認めたと

き。

別表（第２条、第５条関係）

種 別 単 位 金 額 種 別 単 位 金 額

省略 省略

施設使用料 省略 施設使用料 省略

特別利用料 １点１回につき ５，０００円

附 則

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県美術館使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る特別利用について適用する。

�愛媛県条例第２９号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部を改正する条例

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例（昭和２９年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域

別表

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域

名 称 位 置 管 轄 区 域 名 称 位 置 管 轄 区 域

省略 省略

愛媛県松山

南警察署

松山市北土

居三丁目

省略 愛媛県松山

南警察署

松山市北土

居町

省略

省略 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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�愛媛県条例第３０号
愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県警察職員定数条例（昭和３３年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 ９９人

警 部 ２０３人

� 警察官 警部補及び巡査部長 １，３８０人

巡 査 ７２２人

計 ２，４０４人

� 省略

計 ２，８１９人

２ 省略

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 ９９人

警 部 ２０２人

� 警察官 警部補及び巡査部長 １，３７４人

巡 査 ７１９人

計 ２，３９４人

� 省略

計 ２，８０９人

２ 省略

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３１号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～３２ 省略 １～３２ 省略

３２の２ 道路交通

法第９７条の２第

１項第３号イ又

は第１０１条の４

第２項の認知機

能検査に従事し

ようとする者に

対する講習

認知機

能検査

員講習

手数料

講習３０分につき３５０円

３２の３ 道路交通

法第９７条の２第

１項第３号イ又

は第１０１条の４

第２項の規定に

基づく認知機能

検査

認知機

能検査

手数料

６５０円

３３～３９ 省略 ３３～３９ 省略

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外１
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４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

�～� 省略

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１２号に掲げる講習 次に

掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 小型特殊自動車免許以外

の第一種運転免許又は第二

種運転免許を受けている者

に対する講習 ５，８００円（当

該講習が同法第９７条の２第

１項第３号イ又は第１０１条の

４第２項の規定により認知

機能検査の結果に基づいて

行うものである場合にあっ

ては、５，３５０円）

イ 小型特殊自動車免許のみ

を受けている者に対する講

習 ２，３５０円

� 同法第１０８条の２第１項第１３

号に掲げる講習 １３，４００円

（同令第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２第１

項第１３号に掲げる講習の項の

第３欄及び第４欄の国家公安

委員会規則で定める講習にあ

っては、９，４００円）

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

�～� 省略

� 道路交通法第１０８条の２第１

項第１２号に掲げる講習 次に

掲げる講習の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 小型特殊自動車免許以外

の第一種運転免許又は第二

種運転免許を受けている者

に対する講習 講習１時間

につき２，０５０円

イ 小型特殊自動車免許のみ

を受けている者に対する講

習 講習１時間につき１，５００

円

� 同項第１３号

に掲げる講習 １３，４００円

（同令第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２第１

項第１３号に掲げる講習の項の

第３欄及び第４欄の国家公安

委員会規則で定める講習にあ

っては、９，４００円）

４１ 道路交通法第

１０８条の２第２

項の規定に基づ

く講習の実施

特定任

意講習

手数料

�・� 省略

� 同令第３７条の６の２第１号

に規定する講習 次に掲げる

講習の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 省略

イ アに規定する者以外の者

に対する講習 ５，８００円（免

許証の更新を受けようとす

る者で更新期間が満了する

日における年齢が７５歳以上

のものに対する講習にあっ

ては、５，３５０円）

４１ 道路交通法第

１０８条の２第２

項の規定に基づ

く講習の実施

特定任

意講習

手数料

�・� 省略

� 同令第３７条の６の２第１号

に規定する講習 次に掲げる

講習の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 省略

イ アに規定する者以外の者

に対する講習 ６，１５０円

４２～５８ 省略 ４２～５８ 省略

５９ 自動車運転代

行業の業務の適

正化に関する法

律（平成１３年法

律第５７号）第４

条の規定に基づ

く自動車運転代

行業の認定の申

請に対する審査

自動車

運転代

行業認

定手数

料

１３，０００円 ５９ 自動車運転代

行業の業務の適

正化に関する法

律（平成１３年法

律第５７号）第４

条の規定に基づ

く自動車運転代

行業の認定の申

請に対する審査

自動車

運転代

行業認

定手数

料

１６，０００円

６０～６４ 省略 ６０～６４ 省略

備考 省略 備考 省略
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附 則

１ この条例は、平成２１年６月１日から施行する。ただし、別表３２の項の次に次のように加える改正規定（同表３２の２の項に係る部分に限

る。）及び同表５９の項の改正規定並びに次項の規定は、同年４月１日から施行する。

２ 平成２１年４月１日から同年５月３１日までの間における改正後の愛媛県警察関係事務手数料条例別表３２の２の項の規定の適用については、

同項事務の欄中「道路交通法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律（平成１９年法律第９０号）による改正後の道路交通法」と

する。

�愛媛県条例第３２号
愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例（平成１９年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２１年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

平成２１年３月２４日 発行
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